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神戸ポートタワー ～神戸港開港150周年～



作 業 現 場 のフォトギャラ リ ー
新企画！

「逆光、太陽の輝きがすごい！」
加古川支部　菊田　貴惠 会員

「朝日の中の現場作業」
伊丹支部　大坪　昇 会員

「空に絵？ 習字 ? 芸術の秋」

加古川支部　菊田　貴惠 会
員

（2017年10月 4 日撮影
）

境界の写真が
上手く撮れなかった
ので太陽ごと全景を
撮ってみたのが…

草書で「 年」 を書こうとし
たら空だと風で流された…
の図みたい。

日頃、作業されている際にふと気になった物、風景
等、思わず撮影してしまった写真を紹介します!!

※次号（平成３０年 ７ 月号）も引き続き掲載を予定
しています！奮ってご応募ください。

　応募方法等はこちら



・写真（作業時に撮影したもの）、支部、氏名、写真タイトル、一言（あれば）を本会事務局へ
メール（info@chosashi-hyogo.or.jp）等でお送り下さい。
・応募締切　 ５ 月３１日（木）
・採用された方には、些少ではありますが粗品をお送りします！

『作業現場のフォトギャラリー』応募方法等

会報
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　新年、明けましておめでとうございます。

　会員の皆様におかれましては、健やかに新年を

お迎えになられたことと拝察し、心からお慶び申

し上げます。また、日頃より本会会務運営につき

ましてご理解とご協力をいただいておりますこと

に厚く御礼申し上げます。

　年頭にあたり、会員の皆様に謹んでご挨拶を申

し上げます。

　昨年10月２２日に行われました衆議院選挙におき

ましては、安倍政権の継続を掲げた自民党が絶対

安定多数の２６1を超える議席を単独で獲得し、連

立与党である公明党と合わせると、第 ４ 次安倍政

権は３1３議席という大勝に終わりました。土地家

屋調査士としましては、堅調とされるも実感にま

で至っていない景気浮揚感が、政権の安定運営に

より実感に至ることを切に願うと共に、政治連盟

と連携して土地家屋調査士をPRしていく絶好の

機会であると感じております。

　また、選挙当日は10月にも関わらず、台風の影

響により風水害等が発生し多くの方が影響を受け、

投票率も5３％と、戦後 ２ 番目に低い水準でありま

した。その他にも昨年は、九州地方を中心とした

豪雨被害等多くの災害が発生しました。被災地の

皆様におかれましては、速やかな復旧、復興をお

祈りいたします。頻発する災害におきまして、過

去に阪神淡路大震災を経験した我が会が、その経

験を通じて復旧、復興に繋げていく取組みが重要

であり、そのためにも被災時の経験を次代へ継承

していく取組みを行ってまいります。

　さて、近年の社会環境の変化により、土地家屋

調査士制度として対応しなければならない三つの

課題を抱えていると考えております。一つ目は「会

員数の減少による組織の維持」、二つ目は「業務

量の減少」、三つ目は「社会的地位の向上」であ

ります。いずれの課題も対応を怠ると、制度を維

持し、変化に対応するための人的資源の不足に直

結するため、早急な対応が必要であります。日本

は過去に類を見ないほど、少子高齢化が進んでお

り、２0２5年には団塊の世代が満７5歳を迎えること

となります。高齢化による名義貸しの問題、会員

数減少に伴う会費の値上げ、役員を担う人材の減

少による会への求心力の低下等に繋がっていくこ

とも想定され、業界全体として速やかに取り組ん

でまいります。

　会員数の減少対策としては、土地家屋調査士試

験受験者数の増加は不可欠であり、多くの士業が

受験者数減少に悩む中、土地家屋調査士試験は今

年から例年の ８ 月から10月に移行予定であり、お

盆の暑い時から、秋の涼しい時期に変わることで、

受験者数の増加を期待したいと思います。また、

全国会長会議やその他様々なところで受験者数減

少の問題が協議され、全国的に学生に対する寄付

講座、出前講座といった活動を通じて具体的にタ

ーゲットを絞った制度広報活動をしており、今後

この活動を一層拡大してまいります。

　次に業務量の減少は報酬額の低廉化を招き、「安

かろう、悪かろう」ではありませんが、苦情が増

加傾向にあります。業務拡大に向けた取組みはも

ちろん危機感を持って行ってまいりますが、今一

度土地家屋調査士として適正な業務遂行に関する

理解を求めていく必要があると考えております。

　社会的地位向上に向けては、いまだに土地家屋

調査士は認知度が低く、土地家屋調査士を知らな

い一般市民が多く、着実に認知度向上につなげて

いく制度広報活動の検討、実施が必要であると考

えております。

新年のごあいさつ
兵庫県土地家屋調査士会
会　長 橋　詰　繁　美
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　土地家屋調査士業務を取り巻く環境はめまぐる

しく変化しております。昨年 5 月２９日より実施さ

れた法定相続証明制度は、当初は土地家屋調査士

法第 ３ 条に限定した業務以外の職務上請求はでき

ないこととなっていましたが、相続登記促進とい

う制度創設の趣旨から ３ 条業務にかかわらず職務

上請求書により戸籍謄本の取得が可能になりまし

た。また、オンライン登記申請の完全オンライン

化が平成３0年度中には実施される予定であります。

　社会環境の変化は想像以上のスピードで、今後

は不動産登記の世界がマイナンバーと結びつけら

れる日も遠くない時代に入ってきています。太古

の時代から強いものが生き残ったのではなく、環

境の変化に順応できたものが生き残ってきたこと

は歴史が証明しております。私たち土地家屋調査

士も社会の環境変化に備え、次の時代を生き抜く

知恵と行動が求められています。

　新執行部になり約 ７ カ月が過ぎましたが、まだ

まだ道半ばでございます。本年も、多くの課題が

山積みです。時代の変革に乗り遅れることなく、

国民のニーズを的確に捉え、信頼と期待に応え得

る土地家屋調査士業務を実現する為、一層の努力

をしてゆく所存でございますのでご支援ご協力お

願い申し上げます。

　最後に会員の皆様にとって本年が良い年であり

ますよう祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせ

ていただきます。
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　新年、明けましておめでとうございます。

　兵庫県土地家屋調査士会会員の皆様におかれまして

は、お健やかに新年を迎えられたことと心からお慶び

申し上げます。

　また、会員の皆様方には、平素より登記行政の適正

かつ円滑な遂行につきまして、格別の御理解と御協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、御案内のとおり、政府は昨年 ６ 月、「経済財

政運営と改革の方針２01７」、いわゆる「骨太の方針」

を閣議決定しました。

　この「骨太の方針」の「社会資本整備」の項目の中

で、所有者を特定することが困難な土地の有効活用に

向け、必要となる法案の次期通常国会提出を目指すと

ともに、登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的

課題についての検討に速やかに着手するものとされて

います。

　また、内閣府が昨年11月に公表した「月例経済報告」

では、「景気は、緩やかな回復基調が続いている」と

して、東日本大震災からの復興・創生及び平成２８年熊

本地震からの復旧・復興に向けて取り組むとともに、

デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政

健全化の双方を同時に実現していくため、「骨太の方

針」等を着実に実行するものとされています。

　以上の状況を踏まえた上で、当局の登記事務に関す

る若干の事項につきまして、述べさせていただきます。

　始めに、空き家対策についてです。

　「骨太の方針」では、空き家・空き地の流通・利活

用等を促進するための方策として、「地籍整備や登記

所備付地図の整備等による不動産情報基盤の充実」及

び「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大」が挙げ

られています。所有者不明土地問題等の解消に向けて、

法務局及び土地家屋調査士が積極的な役割を担うこと

が期待されています。

　貴会におかれては、後述する登記所備付地図の整備

への積極的な関与のほか、「ひょうご空き家対策フォ

ーラム」等を通じた県民への相談対応などの活動を継

続的に実施されているところです。空き家問題の解消

につきましては、引き続き、当局と強力に連携し、積

極的に取り組んでいただきますよう、よろしくお願い

いたします。

　次に、不動産登記法第1４条第 1 項地図作成作業につ

いてです。

　本年度は、従来型地図作成作業として、明石市朝霧

南町一丁目から三丁目及び朝霧東町三丁目（ ２ 年目作

業）並びに朝霧南町四丁目及び朝霧東町二丁目（ 1 年

目作業）において実施しているほか、大都市における

地図作成作業として、神戸市東灘区魚崎南町二丁目及

び三丁目（ ２ 年目作業）並びに同町一丁目及び六丁目

から八丁目（ 1 年目作業）において実施しています。

　また、本年度は、神戸市東灘区魚崎南町三丁目の一

部において建物所在図作成作業を試行しています。

　「登記所備付地図の整備」は「骨太の方針」に明記

されているように、経済再生の土台となる事業ですの

で、引き続き、会員の皆様方の御協力をお願いいたし

ます。

　次に、筆界特定事務についてです。

　筆界特定制度は、発足から1２年が経過しましたが、

当局における筆界特定事件の取扱件数は、制度発足以

新年のごあいさつ
神戸地方法務局　
局　長 山　本　芳　郎
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降、常に全国トップレベルにあり、適正かつ迅速な事

務処理に継続的に取り組んでいます。会員の皆様方が、

筆界調査委員としてその実力を遺憾なく発揮されてい

ることに深く感謝するととともに、引き続きの御協力

を賜りますようお願い申し上げます。

　最後に、登記オンライン申請の利用拡大についてで

す。

　登記オンライン申請は、政府の「世界最先端ＩＴ国

家創造宣言」に基づく重要施策であることから、これ

までも利便性の向上のため度重なるシステム改修がさ

れており、法務局では、様々な工夫をしながら積極的

かつ継続的にオンライン申請の利用拡大に取り組んで

います。オンライン申請が広く普及することにより、

国民の利便性が向上するのはもちろんのこと、会員の

皆様にとりましても、業務の効率化・コスト削減及び

リスクの軽減につながるものと考えます。会員の皆様

方におかれましては、オンライン申請の利用拡大にな

お一層の御理解と御協力をお願いいたします。

　最後になりましたが、貴会のますますの御発展と、

会員の皆様の御健勝・御活躍を祈念いたしまして、新

年の御挨拶といたします。
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　新年あけましておめでとうございます。

　「境界問題相談センターひょうご」も平成1８年 ８ 月

の設立後11年が経過し、着実に実績を積み上げてきた

ところであり、昨年の取扱件数は、電話問合せ９８件、

受付面談11件、相談 ６ 件、調停成立 1 件でありました。

日頃の運営にあたりましては、兵庫県弁護士会のご協

力はもとより、兵庫県土地家屋調査士会会員の皆様の

ご理解とご協力をいただいておりますことに改めてお

礼申し上げます。

　設立以降の10年を振り返りましては、設立から法務

大臣指定、ADR法に基づく認証取得と制度の整備に

着眼をおいた運営が行われてまいりましたが、今後、

境界問題相談センターひょうごが一層社会的な基盤と

して認知されていくためには、市民の目線に立った解

決方法の提案が必要と考えております。そのような中

で、一昨年 ７ 月より神戸地方法務局筆界特定室を相談

場所に月に ２ 回、当センターより弁護士、土地家屋調

査士を相談員として派遣して、利用者の実情に沿った

紛争解決手続を提案できるよう、利用者の利便向上を

図っております。また、広範囲に亘る兵庫県の特性に

対応するために出張での相談等手続対応の整備も行っ

ております。

　一方で土地家屋調査士は、土地境界の専門家として、

日常業務においては、後に境界紛争が起こらぬよう予

防司法を心がけ、一方で紛争が発生した際は、筆界特

定制度、境界問題相談センターひょうご等を活用して

問題解決に努める必要があります。会員の皆様におか

れましても、ADR、筆界特定制度の特色をご理解い

ただき、紛争を有する市民の皆様の実情に沿った解決

方法を提案いただけるよう、本年は今一度両制度の理

解を深めるための研修会を企画できればと考えており

ます。また、センターで行う調停技法は、広く日常業

務にも役立つものであります。センター調停員を対象

に行う研修会には、広く会員の皆様にもご案内します

ので、奮ってご参加いただければと考えております。

　今年一年も紛争解決機関として社会的な負託に応え

ていくよう活動してまいりますので、引続き、ご支援

とご協力をどうぞよろしくお願い致します。

新年のごあいさつ
境界問題相談センターひょうご
センター長 中　井　富　子
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　新年明けましておめでとうございます。

　皆様におかれましては、つつがなく新しい年をお迎

えのこととお慶び申し上げます。

　年頭にあたり、私より一言ご挨拶申し上げます。

　昨年は、激動の一年となりました。

　世界的にはアメリカでは、ドナルド・トランプ氏が

第４5代アメリカ合衆国大統領に就任し「トランプ時代」

の幕開けとなりました。

　欧州各国でも選挙イヤーとなり、我が国でも、昨年

10月には衆議院解散総選挙が行われました。

　その衆議院解散総選挙、また、神戸市長選挙などで

は、会員の皆様の絶大なご支援ご協力により、我が政

治連盟推薦者全員が当選を果たすことが出来ました。

　誠にありがとうございました。

　兵庫県土地家屋調査士政治連盟ののぼりを掲げ、各

選挙区、事務所開き、ももたろうと応援に駆けつけて

いただいた多数の皆様には、心より御礼申し上げます。

　私共、政治連盟の活動は、政治家方はもちろんのこ

と、各種団体の中においても一段と存在感を示すこと

が出来たと確信しております。

　さて、新年が明けまして、２01８年は戌年であります。

　戌年といえば、干支では11番目の年となります。

　戌は「安全・保護・防護・忠誠・献身」を象徴する

と言われており、社会性に優れ、古くから人との関わ

りがあります。

　犬と猿とは犬猿の仲と言われており、その昔も、猿

と喧嘩をしながら神様のところまでいき、酉が仲を取

り持ってくれたので、猿・酉の次の干支になったとい

われております。

　また、戌は生命力が豊かであり「安産・多産」など

も象徴するといわれております。

　本年は新たに何かを産む、スタートさせる年として

最も良い年ではないでしょうか。

　1２年前の戌年といえば、神戸空港が開港した年であ

り、第 1 回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）

が開幕した年であり、表参道ヒルズがオープンするな

ど、現在に通ずる様々なことがスタートし、産まれた

年であります。

　そして、今、私達を取り巻く社会は新たなステージ

へ入っております。

　また、政治連盟の活動についても、本会事業の中で

政治活動を担う一部門として、土地家屋調査士制度の

充実発展を目指し、また、調査士の地位向上を図り、

制度の更なる拡充、発展のため、皆様ひとりひとりの

力をお借りしながら、一歩先を見据え、気分新たに頑

張って参りたいと思います。

　この新しい年が佳き年になるよう心より祈念いたし

まして、私の年頭の挨拶とさせていただきます。

新年のごあいさつ
兵庫県土地家屋調査士政治連盟
会　長 高　瀬　義　廣
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戌

戌

戌

戌

あけましておめでとうございますあけましておめでとうございます
～私達は
  「戌年」生まれです～

①出身地はどこですか？　②あなたの住んでるまちの自慢をしてください。
③あなたの趣味は？　　　④調査士になったきっかけは？
⑤戌年に向けた抱負・意気込みをお願いします。

①山口県
②神戸市東灘区深江北町
　私の住んでいる深江はJR、阪

神、阪急の駅も近く道路も ２ 号
線、４３号線、御影武庫線が利用
でき、理事会も活発で大変住み
やすい町です。

③ゴルフ、麻雀
④大学で土木工学の設計を学んで

いた関係で有料道路の会社に就

職し、設計、完成登記が必要と
なりましたが、土地の分筆登記
等、建物表題登記等には（本人
申請以外）調査士の資格が必要
と知り調査士になりました。

⑤ ７ 回目の戌年を迎え乍ら調査士
業務を続け、 ８ 回目を目指して
毎日10,000歩を目標に散歩して
いる昨今であります。

①兵庫県神戸市東灘区
②神戸市垂水区塩屋町

旧のジェームス邸等異人館が多
く、海に近く風光明媚な町です。

③釣り、テニス、ゴルフ
④最初に就職した会社が依頼して

いた先生に、多額の報酬を支払
っていたことから、興味を持っ

たからです。
⑤節目の年を迎え、今年は様々な

ことにチャレンジし、また、今
までお世話になった土地家屋調
査士制度の発展に貢献出来るよ
う、自分なりに全力投球したい
と思います。

①兵庫県西宮市
②西宮市日野町
　とにかく静か
③バイクツーリング
④流れで…
⑤これまでのあり方を少し変えて

いき、新しい物事への挑戦をし

たいと思っています。

①島根県出雲市にて生まれ、宝塚
市にて育ちました。

②宝塚市

美味しいケーキ屋が近くに結構
あります。コンビニも多いです。

③音楽鑑賞が好きで、よくライブ
鑑賞に出掛けます。遊びで尺八
を少々。

④大学を卒業し、アテもなくフリ
ーターになって生きていこうと
ノンビリ考えていた矢先に、親
父のツテで土地家屋調査士の先
生の事務所で働かせてもらうこ

ととなり、右も左も分からない
自分に仕事を教えて頂き、社会
人として育てていただいた。取
立てて夢の無い自分にとっては
たったひとつのアイデンティテ
ィーであったこと。

⑤ ４ 廻り目の戌年で、目の前に50
歳の大台が見えてきましたが、
いつまでもチワワな心を大事に
したいと思います。　　　　　　　　

神戸支部

神戸支部

阪神支部

阪神支部

河口　清

三嶋　裕之

関　進一郎

矢野　将秀

会報
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戌

戌

戌

戌
①豊岡市
②特になし
③ゴルフ
④高校生活のアルバイト
⑤ボチボチ（墓地）と終活を…。

①西脇市
②西脇市

日本のへそ　東経1３5度　北緯
３5度の交点
大正時代に旧陸軍参謀本部陸地
測量部により設置された経緯度
交差点標識と平成に入ってから
のGPS測量により設置された

「日本のへそ」。その差、４３７ｍ。

大きいとみるか、正確とみるか、
想像力を膨らませられる町です。

③妄想
④主体性を持ってできる仕事に魅

力を感じた。
⑤デフレ脱却と日本経済再生の一

助となるべく稼いだお金は全て
使い切る!!…と、いえる年にし
たい。

①南あわじ市湊
②淡路市大磯

海岸を埋め立てた造成地で、道
路巾が広く環境の良いところで
す。
また、淡路市の海岸線には良い
釣り場がたくさんあります。

③読書、ドライブ、映画鑑賞

④親族からのアドバイス、後に岸
本先生にお世話になりました。

⑤還暦を迎える現在まで長きにわ
たり変わらず仕事に打ち込めて
いられる事の幸せをかみしめつ
つ、今後も調査士として誠実に、
そして若々しく働き続けてゆき
たい所存です。

①和歌山県新宮市
②西宮市甲子園口
　JR甲子園口駅の南口から ２ 号

線までの間にある商店街に飲み
屋がたくさんあること。いつで
も飲みに行けます。

③映画鑑賞

④司法書士の父から土地家屋調査
士という職業を教えて貰いまし
た。（内業だけでなく現場作業
のあるこの仕事が大変気に入っ
ています。）

⑤焦らず前向きに頑張ります。

「戌年」生まれ６４名の内、 8名にご回答いただきました。
ありがとうございました。

但馬支部

東播支部

淡路支部

阪神支部

石田　幸雄

江口　琢磨

山形　健郎

山門　巧卓
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　平成２９年度のインターンシップ事業も昨年同様 ３ 名

の学生を受け入れることができました。これまでとは

異なり新たな試みが二つ起こりました。一つ目は、こ

れまでは県の東部から明石までを中心とした地域の学

生でしたが、今年度は姫路支部の地域から二名の応募

があったこと。二つ目は新たに甲南大学の学生を受け

入れることができたことです。

　少しずつではありますが、このインターンシップ事

業の周知が広がってきていることを実感する嬉しいニ

ュースでありました。もちろん、応募いただくことだ

けが本事業の目的ではありません。各会員事務所にお

いて土地家屋調査士とは何か、どのように社会的必要

を受けた魅力ある資格であるかを実感していただいて

初めて目的を達成したということは言うまでもありま

せん。

　今年度もお盆明けの ８ 月２1日を開講式とし、 ９ 月 1

日の閉講式まで二週間、土地家屋調査士事務所の業務

を体験していただきました。このインターンシップ事

業は主に三回生の学生が就業体験を通し、近い将来の

就職活動に活かすための場であります。また我々土地

家屋調査士にとっては資格そのものを知ってもらうと

同時に、学生が社会人となった時に我々の存在を知っ
4 4

ている
4 4 4

ことが肝だと考えています。さらには、学生を

擁する教育機関そのものを通じて、次世代を担う若者

に向けた重要な広報活動でもあると考えます。

　最近では不動産に関する資格や、今年度参加学生の

ように行政書士の資格をも取得している学生も少なか

らずいるため、単なる資格業紹介にとどまらず、一人

の大人、社会人、また経済活動の一旦を担う重要な業

としての人間「土地家屋調査士」を感じてもらえる場

にしていきたいと思います。

　期間中、例年通り神戸地方裁判所の見学会を挟みま

したが、今年度は刑事事件の裁判を傍聴する機会をい

ただきました。参加学生は法学部の学生三名でしたが、

刑事を専門としている学生にとっては興味深い一日で

あったと思います。もちろん境界確定訴訟のような民

事の裁判を傍聴できる機会が得られれば、一層我々を

知る機会となるのでしょうが、こればかりはタイミン

グが合わなければ難しい話です。

平成29年度 インターンシップ
平成29年 8 月21日～ 9 月 1 日

平成29年度学生インターンシップ日程表

8 月21日（月）

10：30～11：30
土地家屋調査士講座（DVD「境界
を探せ～ 3 人の土地家屋調査士た
ち～」視聴）

11：30～13：00 開講式・対面式
13：00～17：00 各事務所で実習

8 月22日（火）～25日（金）・ 8 月28日（月）
09：00～17：00 各事務所で実習

8 月29日（火）
09：00～11：30 各事務所で実習
13：00～15：00 神戸地方裁判所にて法廷見学等
15：00～17：00 中間報告会

8 月30日（水）・31日（木）
09：00～17：00 各事務所で実習

9 月 1 日（金）
10：00～11：30 閉講式 
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　本会主催のインターンシップ受け入れルールとして、

学生の住まいに近い支部に受け入れ事務所をお願いす

ることにしています。今年度は姫路市内の学生二名と

神戸市内の学生一名に参加していただきましたので、

姫路支部、神戸支部の会員に受け入れ事務所としてご

協力いただきました。広報部員を通じてお願いをした

際に、快くお引き受けいただいたこと感謝いたします。

この場を借りてお礼申し上げます。

　本会・広報部ともに次年度以降もこのインターンシ

ップ事業を継続していくことはもちろん、さらに多く

の学生・児童に向けた広報活動の幅を広げていくこと

が重要であると確信しています。各支部会員の皆様に

もご協力をいただく場面が多々あると思います。今後

もよろしくお願いいたします。

（広報部長　中山　敬一）

１ ．体験学習を通じて感じ、気付いたこと（仕事、職

場、人間関係、社会人と学生の差など）

　私はこれまで土地家屋調査士がどのような仕事なの

かをよく分かっていませんでした。実習を通して、た

だ土地を測定するだけではなく、近隣の方々へ立会交

渉をしに行く機会がたくさんあると知り、コミュニケ

ーションや人間関係を最も大切とする職業・仕事であ

ることが分かりました。また近隣の方々だけではなく、

法務局や司法書士業者様等とも関わりを持っているこ

とからも、つながりを大切にする仕事だと感じました。

また、社会人と学生の差については私は普段、極めて

狭い範囲でコミュニケーションをしていますが、社会

人になれば、その範囲がかなり大きくなっていくと感

じました。

２ ．今後、学業の中で活かしたいこと（将来の目標へ

の抱負など）

　私は、今回インターンシップを通して、法の実務を

直接目で見て理解し、自分自身が成長したいと考えて

おりました。実際、今回のインターンシップを通して、

法務局へ行ったり、登記事項証明書や所有権移転、抵

当権抹消等の書類を拝見させていただくこともできま

したし、現場において測量を経験することもできまし

た。これらのことを通して今後の学業の中においても

実務を想像しやすくなるといったメリットが生じると

思います。特にこれまで学業の中で少ししか学習して

こなかった民事法の分野については、学習の意欲アッ

プにつながると思いますので、今回のインターンシッ

プをバネに精一杯がんばりたいと思います。

３ ．実習でお世話になった方々へ一言

　お忙しい中、今回のインターンシップを受け入れて

くださりありがとうございました。実際に機械に触れ

させていただいたり、専門的な資料を見せていただい

たりと大変勉強になりました。土地家屋調査士は専門

的な知識や技術を要するため、素人の私が加わること

で、仕事が捗らなかったと思うのですが、とても良い

経験になりました。

インターンシップ体験実習レポート 甲南大学　安戸　杏香

～学生の声～
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１ ．体験学習を通じて感じ、気付いたこと（仕事、職

場、人間関係、社会人と学生の差など）

　10日間の実習を通して、土地家屋調査士会の仕事は

人間関係がとても大切であると感じました。取引先の

方との関係だけでなく調査士同士のつながりも重要で

あることを知りました。また、学生は日頃学校やアル

バイト等で与えられたものをこなすということがほと

んどなのに比べて、社会人は自ら考え行動することを

要求される機会が多く、そういったところに社会人と

学生の差を感じました。土地家屋調査士の仕事は、相

手からの信頼が仕事に直結し、その仕事を引き受ける

かどうかも自ら判断しなければならないため、責任が

重い分、やりがいのある仕事だと思います。

２ ．今後、学業の中で活かしたいこと（将来の目標へ

の抱負など）

　私は、将来民間企業での就職を志望しておりますが、

今回のインターンシップに参加して得たことは、今後

の就職活動においてたいへん役立つと思います。働く

姿を実際に間近で見て気付いたのが電話対応の多さで

す。社会人にとってコミュニケーション能力は必要不

可欠だと感じました。書類作成等で学んだパソコンの

スキルをさらに向上させ、今後に活かしたいと考えま

す。まずは宅建士の資格取得を目指して頑張りたいで

す。そして不動産に何らかの形で関わる仕事に就きた

いと思います。

３ ．実習でお世話になった方々へ一言

　10日間という短い間でしたがたいへんお世話になり

ました。書類作成等を教えてくださった前田さん、測

量の仕方をわかりやすく教えてくださった黒田さんと

上甲さん、そして、土地家屋調査士の仕事について様々

なことを教えてくださった前田先生、忙しい合間を縫

って貴重な体験をさせていただき、本当にありがとう

ございました。土地家屋調査士の仕事の重要な役割を

知ることができて良かったです。

インターンシップ体験実習レポート 甲南大学　金田　明莉

１ ．体験学習を通じて感じ、気付いたこと（仕事、職

場、人間関係、社会人と学生の差など）

　私が今回の体験実習を通じて感じたことは、人間関

係が大切であるということを感じました。仕事を進め

ていくには、まず仕事を依頼して下さるお客さんがい

ないと始まりません。また、その後も書類をそろえる

にも多くの方々がかかわってきます。もし、 1 つでも

そろわないと仕事が進まなくなります。

　さらに、大きな仕事になると、他の事務所の方々と

協力しながら作業をすることもあり、人間関係が大切

であり、また必要であるということを学びました。

　今回、一から提出するまでの流れを教えていただき

ながら作業をすることにより、この作業がどういった

意味を持ってくるかなどを初めて理解出来ることを知

りました。

２ ．今後、学業の中で活かしたいこと（将来の目標へ

の抱負など）

　私が今回教えていただいたことは、どのような仕事

にも共通して言えることで、誠実さを持つこと、勉強

をしっかりしておくことなどの基本的なことから、同

じ土俵で競おうと頑張りすぎないこと、「ええよ」と

いう言葉など、考え方の面まで多くのことを学び、今

後の生活の中で活かしていきたいと思いました。また、

高松さんを始め、事務所のみなさんのような素晴らし

い人になれるように、今回学んだことを意識しながら

インターンシップ体験実習レポート 神戸学院大学　山下　将也
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生活していきたいと思っています。

３ ．実習でお世話になった方々へ一言

　 ２ 週間お忙しい中 1 つ 1 つ分かりやすく教えていた

だきありがとうございました。この ２ 週間は毎日が新

鮮で、大学では体験することができないとても貴重な

体験をさせていただきました。この経験を活かし、将

来みなさんに良い報告ができるように頑張りたいと思

います。

　本当にありがとうございました。

　この話をいただいた時、受講生が「女性」と聞いて、

物怖じしておりました。さらに履歴書の内容は、学力

も人となりも素晴らしく、余計に構えてしまいそうだ

ったので、一度見たきりにしておきました。

　そして開講式。受講生の皆様の緊張は、会場に入っ

て直ぐ感じましたが、それ以上に私自身が緊張してし

まいました。最中、口数が多かったのは、緊張をほぐ

すため、だったのです。

　事務所の案内、作業服や備品等の購入、名刺の作成

で初日は終了。一週間前から事務所内の整理整頓片付

けに取り組んだ甲斐がありました。なんとか明日も来

てもらえそうです。

　二日目からは、自身の通常業務に同行してもらい、

また取引先での名刺交換や法務局での調査に取り組ん

でいただきました。最初は緊張していた様子でしたが、

徐々に彼女の才覚の片鱗がうかがえます。何について

もすんなり受け入れて自分のものにするのです。

　圧巻だったのは、TSの設置です。

　

まずは事務所の中での練習。「あれ？まだ ２ ～ ３ 回目

なのに、もう身につけている!?」彼女いわくは、事前

にTS設置の動画を見ていたからだ、と言いますが、

自分が補助者だった頃を思い出して比べるのが恥ずか

しいほどでした。

　実際に現地での設置も、手順に間違いはありません。

何よりも様になっています。

　期間中は現場に行くことが多かったので、後半は

TS設置をお願いしました。曇りの日ばかりだったの

で、日焼けはしませんでしたよ。

　申請手続業務のお手伝いもしていただきました。申

請書もPCソフトを使ってスムーズに書くことができ

ました。

　その他、境界立会や官公庁訪問等、一通りの業務は

お見せできたと思います。

　『裁判所見学』が彼女にとっては、期間中のメイン

イベントだったかと思います。私も初めて法廷を見学

することができました。

　途中、神戸支部の皆様とお食事する機会がありまし

た。中年のおじさま達は若い女性に大変優しく接して

いました。普段はあまり話さないのに、「え?? こうい

う時は前へ出るの？」、若い女性を前にパワー全開な

会員 1 名を発見。あの時は頑張っていただき、ありが

とうございました。

　閉講式の日、長いようで短かったそれまでの時間、

心から「ありがとう。」と思いました。一体、何を教

えてあげられたのでしょうか。むしろ彼女のおかげで

無事期間を終えられた、そう思いました。

「インターンシップ」は、全会員の皆様にオススメです！ 神戸支部　安西　輝貢

～学生受入事務所の声～
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　 ８ 月初め、山本姫路支部長より「中学生のトライや

るウィークの大学生版があるけど、一週間受け入れて

もらえへん？」と電話があり、アルバイトみたいなも

んかなぁ…と思い「かまへんよ」と安易に返事したと

ころ、後日、本会より関和副会長と中山広報部長が当

方事務所にお見えになりインターンシップについて詳

しく説明を受け、本会が広報活動の一環として行って

いる事業であることを知りました。姫路支部では初め

ての事で、そんな内容と聞いていたら受けてなかった

のに‥と山本姫路支部長を恨めしく思いました。

　 ８ 月２1日、本会の開校式で学生 ３ 名の紹介があり、

当事務所が受け入れる山下君は法学部 ３ 回生ですでに

インターンシップ生を受け入れて 姫路支部　高松　晋輔

　 ８ 月２1日より ９ 月 1 日までの ２ 週間、甲南大学法学

科の女子学生さんを受け入れさせてもらいました。

　開講式を本会事務局で終え事務所に帰る途中、明石

の法務局で登記済の受領と、次に加古川の司法書士事

務所に用があったので、同行するか？と聞いた時に返

ってきたハイの返事の勢いに、ものすごく何かを吸収

したいから行きます。という風に感じました。その日

は事務所に帰って 5 時迄不動産登記法と調査士倫理綱

領を読んでもらいました。

　その後は建物・土地の調査測量・建物図面の作成・

申請書の入力・官民境界協定の姫路市との立会・

GPS測量のターゲットの見張り役・草刈り等々の経

験をしてもらいました。

　割と事務所内の作業よりも測量とかに興味がある積

極的な頭のいい子やなと思いました。　

　受け入れる前は、 ２ 週間どのように研修してもらお

うか？事務所内の山のような書類を片付けなあかんが

なとか色々と考えましたが、ありのままで臨みました。

　あっという間の ２ 週間でした。体験してもらうため

色々測量に行ったお陰で大分仕事が捗りました。

　最終日に希望する就職先で頑張って下さいと名刺入

れを渡して本会事務局での閉講式に向かいました。

　閉講式の後、記念撮影が終わって車に乗って事務所

に帰ろうとした時にお礼の挨拶に来てくれた時はイン

ターンシップを受け入れて良かったと思いました。

　短い期間であったが何か収穫があったかなと思いつ

つビールを飲みながら今感想文をしたためております。

インターンシップ生を受け入れて 姫路支部　前田　隆男

　今はきっと不安と期待で胸いっぱいだと思います。

これからたくさんの人と出会い、たくさんの経験をし

て行くのでしょう。将来が楽しみな人物です。

　会員の皆様、私も最初は「受け入れることはできな

い…。」と思っていました。しかし、終えてみると感

想は違います。是非、是非、受け入れてみてください。

仕事を通じて若い世代に関わって、素朴な感動を見つ

けることができますから。

14●　２０１8・１・No. ５５8

会報



行政書士と宅建の試験に合格している、私より優秀な

学生でした。

　実習では、登記情報提供サービスでの資料調査から

初め、その測量図の説明、ソフトへの座標入力のやり

方や区画の作り方を覚えてもらい、その後、建物の測

量に行き建物図面の作り方を覚えてもらいました。後

日、確認済証を渡し「山下君主体で測量行くからよく

資料見といてや」と言い現地に行ったのですが、余裕

でこなす優秀さに驚きました。土地の測量でも同じく、

何事も経験し知識を得たいとの思いが強く、吸収の早

さに驚き土地家屋調査士に向いているという思いが大

きくなりました。

　また、業務以外では事務所のメンバーと一緒に焼肉

を食べに行き、最終日には反省会（飲み会？）をして、

山下君の温和な人柄や、本当は市役所に就職希望であ

ることが分かりました。「やっぱりな～！土地家屋調

査士になりたい学生おらんわな～!!」

　実習終了後、山下君からお礼の手紙が届きましたが、

こちらこそ若い人の考え方など色々学ばせてもらいあ

りがとうございました。

　事務所一同、市役所に合格されること願っています。

　淡路県民局近くに設置している淡路支部の
土地家屋調査士制度広報看板です。
　設置場所は島内屈指の通行量がある国道２８
号線沿いで、官公署やショッピングセンター
にも近く、広報看板として絶好のロケーショ
ンにありますので、島内各層への土地家屋調
査士制度広報に大変寄与しています。

（淡路支部長　大住　勝宏）

平成２９年度淡路支部制度広報活動の報告
淡路支部

淡路支部土地家屋調査士制度広報看板
所在地　洲本市塩屋二丁目 4番12号
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支部別・相談内容別集計表

相 談 内 容
神

戸

阪

神

伊

丹

尼

崎

姫

路

加
古
川

明

石

西

播

但

馬

東

播

淡

路

合

計

土         

地

表題登記に関すること 2 2

境界等に関すること 2 2 1 6 2 2 4 3 1 5 28

分筆・合筆・地積更正登記に関する
こと 1 5 2 1 1 10

地目変更登記に関すること 1 1

区画整理事業等に関すること 1 1 2

その他 1 1 2

計 3 3 1 14 2 2 4 5 3 8 45

建

物

表題登記・増築登記等に関すること 2 1 1 4

滅失登記に関すること 1 1 1 3

区分建物に関すること 0

その他 0

計 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 7

そ
　
の
　
他

相続・贈与・売買等・所有権移転登
記に関すること 4 20 6 1 31

税金等に関すること 1 1

住所変更に関すること 0

その他 1 13 14

計 5 0 1 33 0 0 6 0 1 0 46

相談件数合計 8 4 2 49 2 4 10 6 4 9 98

平成29年度

「法の日」無料登記相談

　10月 1 日「法の日」関連事業として、 ９ 月から10月にかけて県下２1会場で、無料相談会を開催しました。
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無 料 登 記 相 談 会 場 風 景
～たつの会場～ ～垂水会場～

～相生会場～

～社会場～

～姫路会場～

～明石会場～
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平成２９年度 新入会員研修会 

　平成２９年 ８ 月２5日～２６日に本会地階会議室において、新入会員研修会が下記日程で開催され、1３名の

新入会員の方が熱心に受講されました。

　研修会の講師としてご協力いただいた役員の皆様、受講された新入会員の皆様、お疲れ様でございま

した。

受講者アンケート集計結果はP.３７へ掲載しておりますので、ご覧ください。

第 １日目
平成29年 ８ 月2５日（金）　１3：00～１7：１0

第 2 日目
平成29年 ８ 月2６日（土） 9：00～１7：2５

・表示登記全般について
　筆界特定制度の概要　（90分）
・綱紀委員会と最近の事例　（50分）
・ADR相談センターと認定調査士　（30分）
・政治連盟の活動について　（25分）
・兵庫県青年土地家屋調査士会の活動について　（30分）
・懇　親　会　

・建物の業務と調査報告書の書き方　（40分）
・区分建物の業務と調査報告書の書き方　（50分）
・土地の業務と調査報告書の書き方　（50分）
・地籍の沿革に関する研修　筆界認定について　（60分）
・オンライン申請　（50分）
・報酬額について　（50分）
・職務上請求用紙の取り扱い　（40分）
・土地家屋調査士会組織と倫理研修　（45分）
・質疑及び意見交換　（15分）
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日　時：平成２９年10月 ６ 日（金）1４：00～

場　所：あすてっぷKOBE　セミナー室

講　師：第 1 部　本会社会事業部

　　　　第 ２ 部　西播支部　紙川　敏明 会員

　平成1８年 1 月に筆界特定制度が始まり1３年が経ちま

した。我々土地家屋調査士においては筆界調査委員や

筆界特定の申請代理人として多くの方が本制度に関

わっていると思います。本年度は神戸地方法務局にお

ける筆界調査委員の改選期にあたる事もあり、今一度

筆界特定制度への理解を深める為に筆界特定制度に関

する研修会を実施しました。

　研修会は ２ 部構成で、第 1 部は社会事業部が担当し

筆界特定における実際の事例を紹介しました。

　我々、土地家屋調査士が筆界特定の申請代理を行う

場合は一般的には、ある土地の境界確定測量業務を通

常業務として受託し当初は測量・官民明示の申請・官

民境界の立会・民民境界の立会・境界標の設置・官民

境界協定・筆界確認書の取交・・・と進んで行くと思

いますが、その中で例えば隣接地所有者が行方不明で

あったり、隣接地所有者と境界の主張に相違があった

りして、通常測量業務が訳あって進められない場合に

筆界特定を申請すると思います。筆界特定を申請する

場合、申請代理人として筆界主張線を判断し筆界査定

を行いますが、既設の境界標や古いペンキ等が現地に

設置されている場合、測量結果に多少の誤差があって

も既設境界標を尊重し筆界査定を行う場合があったり

します。筆界特定登記官及び筆界調査委員は特定申請

地や関係土地はもちろん場合によってもっと広範囲で

検証測量を行い、その街区を総合的に検証し筆界を特

定するので、申請代理人が判断した筆界と異なる筆界

線で特定される場合があります。我々は「公法上の筆

界は動かないもので所有者の意思のみによって筆界を

処分したり変更する事は出来ない」事は十分理解して

います。依頼地のみならず広範囲で測量をすればより

良い筆界の検証が出来る事も十分に理解しています。

ただ実際には広範囲に測量をするには他人地への立入

が多く必要ですので難しい場合もあります。測量の依

頼を受けてどの範囲まで調査・測量を行うのが正解な

のか答えは簡単ではありません。

　ただ皆さんが通常の測量業務を行う時も筆界特定申

請の申請代理人になる場合も、そして筆界調査委員と

して筆界を特定する場合にも正しい判断が出来るよう

に普段から意識を持って臨んで頂きたいと思い、筆界

特定の申請代理人が主張した筆界線と特定された筆界

線が異なってしまった事例を発表しました。

　第 ２ 部は西播支部の紙川会員が講師となり「筆界特

定における資料収集と解析上の留意点」として、筆界

を特定していく為に重要な判断材料となる資料を解析

する際の留意点の具体的な話をして頂きました。ひと

くちに公図といっても、地租改正等で確定された筆界

平成29年度　第 1 回選択研修会
「筆界特定の備えはできていますか？～問われる土地家屋調査士の資質～」
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であったり、耕地整理、区画整理等の行政処分によ

り、再編成された筆界、分筆により後発的に創設され

た筆界、国土調査法による地籍図や法務局が作成した

法第1４条地図等、その筆界がどの様に形成されたもの

かを把握し、筆界を特定する判断材料にする事が大事

であるかが、理解できました。また資料収集において

も市町村保管の土地台帳であったり、都市計画図や道

路や河川の改良実施計画図、施工図等、情報公開の請

求を上手に利用し資料収集に活用する事が大事である

と再認識しました。筆界特定を申請代理人として申請

する場合、主張線と違う筆界で特定される場合もあり

ますが、そうならないように資料からの理論構成、現

地との整合性を充分に検討し、主張線を決定する、ま

た筆界調査委員会として筆界を特定する立場の場合も

慎重過ぎるぐらいでないといけないと思いました。 

皆さまもご自身が確定した筆界線に対して後日、筆界

特定が申請されるかも分かりません。いつそのような

事になっても自信を持って対応できるよう今一度、一

考して頂けたらと思います。

（社会事業部副部長　和田　慶太）
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日　時：平成２９年11月２９日（水）1４：00～

場　所：神戸市婦人会館　大会議室　さくら

１ ．「指名業者登録の方法について

　　　　　　　　　　　～加東市・加西市の場合～」

　　講師　兵庫県土地家屋調査士会

　　　　　　　　　　　　　　　社会事業部担当役員

　「指名業者登録の方法について」と題し、社会事業

部から「全省庁統一資格審査」のオンラインでの申請

方法及び、加東市・加西市での「指名業者登録」の申

請方法の講習でした。社会事業部は、かねてから「公

共事業受託活動」において、県内４２市町を訪問し、関

係部署に土地家屋調査士制度の理解を得て、より円滑

な土地家屋調査士の活用、登記業務の発注が行われる

ように活動しております。本研修は、国の各省庁及

び、県内４２市町が一般競争入札、指名競争入札を通じ

て土地家屋調査士業務を発注する際の、土地家屋調査

士の受託体制の強化を目的としたものでありました。

　第一に、「全省庁統一資格審査申請」とは、国の各

省庁から発注される公共事業の一般競争入札に、個人

又は法人での参加資格を得る為の申請です。土地家屋

調査士としては、筆界特定制度における測量業務は、

測量費用が100万円未満の場合には神戸地方法務局会

計課へ「随意契約登録申請」を提出して登録を受けて

いれば、測量業務を受託する事ができますが、測量費

用の予定価格が100万円を超える場合には一般競争入

札契約となり、一般競争参加資格を得る為に「全省庁

統一資格審査申請」をしておく必要があります。その

為、今回は法務省を例に、実際のオンライン申請画面

を見ながら新規登録する講習となりました。また、法

務省で資格を付与されると、各省庁の調達機関におい

ても有効な入札参加資格となります。具体的に申請サ

イトの説明を致しますと、「統一資格審査申請・調達

情報検索サイト｜ホーム」を検索し、サイトのホーム

画面「インターネットによる申請（新規・更新・変更

届）」に従って、各項目に必要事項を入力していくだ

けで登録が可能となっております（登録に必要な添付

書類もPDF等データ化して申請します）。

　第二に、各市町における「指名業者登録」の申請方

法については、上記に記載したとおり、社会事業部は

県内４２市町を訪問し、関係部署と①登記業務の発注方

法②登記業務の処理方法（役所職員が行っているの

か？）③登記業務と他業種（用地測量等）の分離発注

について④国土調査・土地改良の実施状況等々を話し

合っております。その中で、土地家屋調査士会への要

望として「指名業者登録」をしてほしい。との声が少

なからずございました。その為、加東市・加西市を例

に新規登録申請方法及び、その添付書類の説明を、実

際の申請書や提出した添付書類の写しを見ての講習と

なりました。

　今回の研修で私が思う事は、まずはスタートライン

に立つ事が大切。登録し継続する事で少しずつ前進し

ていけるのではないかと思います。

（社会事業部理事　髙曽　修司）

２ ．「公共測量の積算について

　　　　　　　～土地家屋調査士報酬額との違い～」

　　講師　兵庫県土地家屋調査士会　業務部担当役員

　業務部担当の「公共測量の積算について～土地家屋

調査士報酬額との違い～」に於いては、三嶋副会長及

び業務部員の富澤部員（尼崎支部）が講師として進め

平成29年度　第 2 回選択研修会
「官公署発注事業と土地家屋調査士～個々の土地家屋調査士ができること」
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られました。

　まず三嶋副会長より土地家屋調査士報酬額規定の話

があり、会則に定められていた報酬規定が平成15年法

改正の際に撤廃され、現在、調査士会において報酬の

目安的なものを示すことは独占禁止法上問題があると

のことで、それ以来報酬に関する研修等がタブー化し

ていたということでした。今回の研修に於いては、独

占禁止法上問題とされない「積算基準」の説明をする

旨の話がありました。その他日調連の取り組み等を説

明いただきましたが、土地家屋調査士は事務所に報酬

額の掲載義務があり、開業と同時に独自の報酬額を決

定する必要があることからすると、会則に報酬規定は

設けるべきだと思いました。

　次に尼崎支部業務部員の富澤部員より公共測量の積

算基準の根拠として国土交通省の平成２９年度設計業務

委託等技術者単価について説明がありました。内容に

つきましては、平成２９年度設計業務委託等技術者単価

の測量業務より、測量主任技術師（土地家屋調査士）

「測量士で業務全般に精通するとともに複数の業務を

担当する者。また、業務の計画及び実施を担当する技

術者で測量技師等を指揮、指導する者。」、測量技師

「測量士で測量主任技師の包括的指示のもとに業務の

計画、実施を担当する者。また、測量技師補又は撮影

士等を指揮、指導して測量を実施する者。」、測量技師

補「測量士又は測量士補で測量技師の包括的指示のも

とに計画に従い業務の実施を担当する者。また、測量

助手を指揮、指導して測量を実施する者。」、測量助手

「測量技師又は測量技師補の指揮、指導のもとに測量

作業における難易度の高い補助業務を担当する者。」、

測量補助員「測量技師、測量技師補又は測量助手の指

揮、指導のもとに測量作業における補助業務を担当す

る者。」の基準日額（円）の説明があり、公共嘱託登

記（土地家屋調査士）委託歩掛の表1.調査業務　２.測

量業務　３.申請手続き業務　４.書類の作成等　5.地役

権図面の作成　６.筆界確認書等への署名・押印　７.地

図訂正業務の表の数値を参考にして測量主任技術師

（土地家屋調査士）、測量技師、測量技師補、測量助

手、測量補助員の基準日額（円）により積算する旨の

話がありました。例題として土地の地図訂正及び地積

更正業務についての説明をしていただきました。最後

に三嶋副会長より報酬額算定の例題として事例 1 「土

地境界確定・地積更正登記」、事例 ２ 「土地境界確

定・地積更正登記」、事例 ３ 「土地地積更正・分筆登

記」の三つ挙げ説明があり、あくまで積算基準の根拠

を示す旨の話がありました。

　公共測量の積算、土地家屋調査士の報酬額について

は、いままでにあまり研修されておりませんでしたの

で、今回例題、事例をあげて説明していただきまし

て、大変参考になりました。

　講師をしていただきました三嶋副会長、富澤業務部

員ありがとうございました。

（業務部員　山根　淳弘）
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日　時：平成２９年10月２６日（木）

　　　　1４：00～1６：00

場　所：湊川神社　楠公会館 ２ 階菊水の間

講　師：神戸地方裁判所判事　伊丹　恭 氏

内　容：境界紛争に関する裁判所の手続について

　　　　～訴訟手続きを中心として～

　境界問題相談センターひょうご主催の研修として、

このたび初めて現役裁判官である神戸地方裁判所判

事、伊丹　恭 氏を講師にお招きし、ご講演いただき

ました。

　▪ 兵庫会初の試み

　本来、土地家屋調査士は土地所有者から依頼を受

け、土地の境界についての調査・手続きをする職業で

はあるものの、その業務の成果は必ずしも依頼人の意

向に沿ったものとは限らず、「公法上の境界を明らか

にする」という性格を持つ。

　これは、「真実を探求し、それに基づいて判断する」

という裁判官の職務とある意味通ずるものがありま

す。

　にもかかわらず、我々は裁判や裁判手続きについて

は疎いことが多いのではないでしょうか。このたびの

研修が初めてとなってしまったことは、いささか遅き

に失しているという感が否めません。

　▪ 研修会告知の工夫

　とはいえ今回が初の試みであることもあり、研修会

告知にも工夫をしました。

　これまでセンター主催研修会は告知文に「センター

関与構成員は必須」の記載があるためか、関与構成員

以外の出席率が他の研修より比較的悪いのが実情でし

た。

　しかし今回、外部から講師を招聘するということも

あり、より多くの会員に出席をしてもらいたいとの思

いから、あえて関与構成員必須研修の文字は後ろに回

し、「裁判官による初の講義」という要素を前面に出

しました。

　その告知の努力が実ったのか、当初本会地下会議室

で行う予定の研修は申込み多数により会場を急遽楠公

会館に移し、多くの会員の出席を賜りました。

　▪ 調査士が知らない裁判所の実情

　冒頭話した通り、裁判の話に通じている調査士は多

くはありません。

　しかし、「筆界の専門家」「筆界を扱える唯一の資格

者」を標榜するのであれば、その筆界の形成力を持つ

境界（筆界）確定の訴えについて、調査士はもっと学

習すべきであり、今回の講義はその第一歩と位置づけ

られています。

　▪ 裁判所が知らない土地家屋調査士の業務

　調査士が裁判所のことを知らないということは、裁

判所も調査士のことを知らないということです。

　事実、講師の伊丹判事からは「鑑定士さんはよく存

「～ 裁 判 官 が 語 る 境 界 紛 争 ～」
平成29年度センター研修会
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じているが、調査士はあまり存じない」とおっしゃっ

ていました。

　東京、大阪の裁判所では調査士も活躍しているよう

ですが、神戸地裁ではほとんど知られてないというの

が実情のようです。

　事実、自分が関わった裁判所の仕事も、最初は不動

産鑑定士や弁護士からの紹介でした。

　判事曰く境界紛争の訴えや和解の中で、 1 ～ ２ ％は

２ 年以上かかっても解決しない長期未済事件だそうで

す。

　そこに調査士の力を発揮できる環境を構築できれ

ば、長期未済事件を減らすお手伝いをできるのではな

いでしょうか。

　▪ 境界確定の訴えと土地家屋調査士

　裁判官が調査士のことをよく知らないということ

は、境界確定訴訟を担当した裁判官は調査士の調査や

助言を得ずに筆界を決めてしまう恐れがあるというこ

と。

　本来、筆界というものは行政の責任で決めるべきも

のなのに、それが司法で決められるというのは三権分

立に矛盾するのです。

　その矛盾を軽減する意味でも調査士は積極的に裁判

所に関わっていくべきです。

　▪ 裁判所とのかかわりを血肉に

　調査士はいわゆる ３ 条業務以外にも境界問題ADR、

筆界特定制度など、裁判所の調停や裁判に近い業務も

あり、それぞれが重要なポジションを占めています。

　土地家屋調査士の問題解決力向上、業務多様性のた

めにも裁判所とのかかわりをより一層持ち、自己研鑽

の手段としていくことが、これからの土地家屋調査士

に求められる資質の一つだと気づかされた良い研修

だったと思います。

　今後も裁判所のご協力を得て、これに続く第 ２ 回、

３ 回と研修会を重ねていきたいという思いを強くし

た、そんな研修会だったと思います。

（推進委員　井本　秀典）
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に 海 の 掟
　私、かつて海の男であったことがある。大学の ４ 年間
ヨット部でありました。ヨットとはいっても、通常思い描
く二人乗りや一人乗りのヨットではなく、 5 から ６ 人で一
艇を操作するヨットの部員でした。世界で大きな大会の
一つにアメリカズカップというものがあり、聞いたことが
ある方もおられるのではないでしょうか。まぁ、あんなに
大きな船ではないのですが、小さなヨットも大きなヨット
も走る原理は同じです。

　須磨のヨットハーバーで、レースの練習、春には短いク
ルージング、夏には往路復路部員入れ替え制で、 ３ 週間
から ４ 週間のクルージング。これが主な活動でした。
　皆さん、ヨットと言われたらどんなものを想像するで
しょうか。おそらく皆さん同じような形でしょう。
　しかしそれが海の上でどのようにして進むのか、原動
力は何なのか、あまりよくわからないと思います、実はな
んと！　風を帆に受けて進むのです！…それは知ってい
ますよね。でも実際海で走っているところを見たことが
ない人の方が多いのではないでしょうか。
　私も実際に大学に入って勧誘の試乗会に行きましたが、
新入生勧誘にそぐわないくらい風が強い日に行ったことも
あって度肝を抜かれました。そのとき、これは ４ 年間や
るに値する部活だと感じて入部しました。
　海の部活はいろいろありますが、どれも厳しいことは
聞き及んでおりました。おそらく普通の感覚の人々であれ
ば耐え難いであろう程の厳しさでありました。 1 年生はま
ず勉強です。ヨットがいかにして動くものであるか、どう
すれば早く走れるのか、その勉強を、今思えば何とも効
率の悪い方法によって勉強します（笑）。合宿を行い、
無駄に正座し、謎のしごきがあり、そして酒にまみれる。
しかも内容は結構な理系の分類である為、なかなか理
解できない人もいます。私は優秀なほうでありましたが、
連帯責任という、ザ・部活な掟がありますので、被害は
尋常じゃありません。
　もちろん海に出ます。大きなヨットクルーザーでポジショ
ンごとに一つ一つ動き方、考え方を、二人乗りのヨットで
全体の操作感覚を体で覚えていきます。
　 1 年生はとにかく言われたことをこなす、上級生の指

示は絶対に守る、何が何でもやる。理不尽？そのような
言葉は誰も口にできません。私以外に同級生は 5 人、
卒業まで残りましたが、後々聞いたら、私以外は皆、や
めたいと思いながら1 年生の間を過ごしていたようです。
それは無理もないのです、だって無茶苦茶でしたから。
　そんな私たちも上級生になります。すると当然下級生
に対し過酷な指令、業務を命じたりします。ですが、本
当に必要か？と思ってきたことも、ほとんどのことは必要
だからさせられていたのだと、その時には気づいていま
す。まれに、本当に必要のない、ただ上級生の娯楽の
ためだけの指令もありますが。
　船上ではスキッパー、船長ですね、の指示のもと、操
船します。指示に素早く反応し、全員が連帯して動けな
ければレースで早く走れません。また、大事故につなが
ることもあります。クルージングで荒れた海を航行するこ
ともあります。実際、後輩は二人乗りヨットでひっくり返っ
て、元に戻せず、潮に流され、海上保安庁にお世話になっ
たし、クルージング中、入港時に船の底についている長
い重りが海底にぶつかり、座礁しかけたこともあります。
船上では何が起こるかわかりません。下のものは指示を
行動に移す能力が、上のものは判断力決断力が必要に
なります。何よりどんな場面でも諦めずに対処し、乗り
越えなければならない時もでてきます。そのための体力、
精神力（気合い、根性）がなければなりません。
　時代錯誤だったかもしれません、今は昔ほど滅茶苦茶
ではないと聞いています。当時はOBの大人は運営に干
渉しない風習でしたが、今は指導者がいます。ただ、私
はあの経験ができてよかったと、今では思います。社会
なんて理不尽だらけ、行き詰っても自力で何とかしてい
かなければならない。あの頃、頭を止めず、諦めず、行
動し、前に進む力が少しは備わったのではないでしょうか。
　何より、苦しいことを
共有した一生の友、思い
出（写ルンです、で撮った
ミニアルバムが２0数冊）
が残りました。苦しさに立
ち向かった記憶こそ後々
の笑い話になるのではな
いでしょうか。
　土地家屋調査士の仕事
も、つらい時ほど立ち向
かっていきたいものです。
全然できていませんけど
ね。

（神戸支部　若原　弘行）
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　“事件簿”などと言える程、全然大したものではな

いのですが、当時の私にとっては“大事件”でした。

　今から２0年近く前、私はある土地家屋調査士の先生

の事務所にお世話になっておりました。まだ登記申請

書がＢ版縦書きの時代のお話です。当然の如く書面申

請、必要な書類を出来る限り揃え、申請書が結構な厚

みになり、それでも説明不足と感じる場合、Ｂ ４ の調

査書の最後の備考欄（すいません、正式な名前を忘れ

ました）に補足事項を記載しておりました。

　その日も、翌日申請する分筆登記の書類を作成して

おり、どうしてもかなりの量の補足事項を記載しなけ

ればならず、備考欄に極力小さな文字で目一杯記入し

ておりました。夜もかなり遅い時間になり、事務所に

は私一人。とにかく早く終わらせようと、多少焦って

いたかも知れません。何とか必要事項を全て記入し、

全体を確認。よし出来た。疲れた、良かった、何とか

終電にも間に合いそうだと思い、ホッとしながら調査

書の最後にあった土地家屋調査士の住所・職名・氏名

の横判を押す欄にいつもどおりドン！と押したら…、

上下逆さまでした。

　先程申しましたとおり、目一杯書き込んでありまし

たので、最早横判を押し直すスペースなど何処にもあ

りません。夜中事務所で、一人狼狽しておりました。

実際、それ以降の記憶がイマイチありません。ただそ

の時、色々猛烈に後悔していた様に思います。最後の

補足事項、何で最初から別紙にして職印で割印しな

かったんだろうとか。下書きでもして、もっと簡潔に

備考欄に記入すればよかったとか。そもそも、何で横

判を押す前に上下くらい確認しなかったのかとか…。

とにかく、翌日確かに登記申請はしましたので、何と

か取り繕ったんだろうと思います。

　当時お世話になっていた土地家屋調査士の先生に、

「俺たちゃ紙で飯食ってんだよ！」などと叱られなが

ら（って言う程強い口調でもなかったですが）、無駄紙

はなるべく出さない様に気をつけていたつもりです。

ましてや調査書、余計に気を付けていたはずなのにこ

の失敗。“紙”の時代の忘れられない思い出です。

　オンラインの登記申請が一般化していき、徐々に

ペーパーレスが進んでいく一方で、未だに結構な書類

の束を提出しなければならない役所もありますし、何

だかアンバランスな状況を感じることがあります。ま

た、オンラインという新しいシステムに触れる度、逆

に昔のことを思い出したりします。登記簿謄本ひとつ

貰うにも 1 時間位待ったこともありましたし、午後 ３

時以降の謄本申請は、翌日の処理だった時代もありま

した。勿論、当時の環境ではそれが精一杯だったので

しょうが、今は本当に便利な時代だと思います。

　文明の利器により様々なことが新しくなったり進化

していく中、古くても本質を捉えたものは残っていく

様に思います。“紙を無駄にしない”など、調査士業

務の基本中の基本として教えられてきた昔を思い出す

度、初心に帰り、その都度最も大切なことは何なのか、

物事の本質を見失わない様、日々精進していきたいと

思います。

「油断大敵」 西播支部

竹　内　　　尚
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平成２９年度第 ３ 回理事会
【開催日】平成29年 ７ 月2７日（木）

　会長あいさつの後、議事録署名人阪尾雅由理事、坂
本喜則理事の ２ 名が選任され、橋詰会長を議長に会議
が進められた。

連絡・報告事項
1 ．会務全般報告
2 ．各部・委員会報告
3 ．連合会定時総会報告
４ ．近ブロ定例協議会報告
5 ．その他

審議事項
1 ．境界問題相談センターひょうご推進委員の任命に

ついて
　前回の理事会で承認されたセンター推進委員 5 名に
加えて、研修部、広報部、社会事業部より各 1 名の委
員の推薦を受けたことから、その任命について提案が
行われ、異議なく承認された。

2 ．補助者規則改正案の審議について
　従来、補助者の使用、変更、解職については支部長
を経由して手続きを行ってきたところ、支部を経由せ
ず本会へ直接申請する手続きに変更することで、補助
者規則第 ４ 条第 1 項、同条第 ３ 項、第 ９ 条第 1 項にあ
った「支部を経由して」の文言を削除すること及び様
式より支部長経由欄を削除する改正案について提案が
行われ、異議なく承認された。

3 ．平成29年度登記基準点設置作業について
　平成２９年度登記基準点設置作業について技術対策委

員会が作業主体となって加西市で行う旨提案が行われ、
異議なく承認された。

協議事項
1 ．支部長会からの要望事項について
2 ．本年度親睦事業について
3 ．その他
　①各部・委員会における報告書等の情報共有について
　②全国土地家屋調査士政治連盟の活動状況について

平成２９年度第 ４ 回理事会
【開催日】平成29年 9 月2８日（木）

　会長あいさつの後、議事録署名人甲山正則理事、宮
川王音理事の ２ 名が選任され、橋詰会長を議長に会議
が進められた。

連絡・報告事項
1 ．会務全般報告
2 ．各部・委員会報告
3 ．その他
　①本年度親睦事業について
　②表示登記研究会について
　③その他

協議事項
1 ．建物所在図作成作業への対応について
　日本土地家屋調査士会連合会における建物所在図の
整備推進に向けた試行事業である建物所在図作成作業
の平成２９年度モデル地区に神戸市東灘区魚崎地区が選
定されたことに伴い対応について協議、社会事業部に
おいて平成３0年度事業として作業内容の集約、作成さ
れた建物所在図の活用方法の検証を行い、連合会へ提
案することとし、本年度はそのための情報収集に努め
ることとした。

2 ．自治体が所有する画地データの収集について
　自治体が区画整理や地籍調査等を実施した際の成果
座標、成果図面等について、保存期間が過ぎると廃棄
される規定となっている市町があることから、そのよ
うな資料の収集、管理に向けた取組みについて意見交
換が行われた。

3 ．その他
　①平成２９年11月理事会の日程について

理事会トピックス理事会トピックス
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　②土地家屋調査士国民年金基金のPRについて
　③同時配信を含めた研修会映像の配信について
　④会館内の無線LAN環境の見直しについて

平成２９年度第 ５ 回理事会
【開催日】平成29年11月３０日（木）

　会長あいさつの後、議事録署名人井本秀典理事、今
敏幸理事の ２ 名が選任され、橋詰会長を議長に会議

が進められた。

連絡・報告事項
1 ．会務全般報告
2 ．各部報告
3 ．近ブロ正副会長会議報告
４ ．全国会長会議報告
5 ．その他

協議事項
1 ．複数会場への研修会映像の同時配信について
　京都会で採用されている複数会場への研修会映像の
同時配信を受託している企業によるデモが行われた後、
研修会受講促進に向けて同システムの導入の是非につ
いて意見交換が行われた。
　今後、研修部において導入に伴うメリットについて
詳細な検証を行ったうえで、改めて提案を行うことと
した。

2 ．その他
①兵庫県司法書士会との合同ポスターについて
②平成２９年度第 ６ 回理事会について

平成29年度 中 間 監 査
監査実施日　平成２９年11月 ９ 日（木）15：00～1７：00
監　査　官　青木・松下・八尾野各監事
本会出席者　橋詰会長　安居副会長　三嶋副会長
　　　　　　関和副会長　山本副会長
　　　　　　瓜生総務部長　田中財務部長
　　　　　　渡邊業務部長　中山広報部長
　　　　　　宮嶋研修部長　樋口社会事業部長
　　　　　　向井総務副部長　岡﨑財務副部長
　　　　　　西村技術対策委員長　中井センター長
　　　　　　
　平成２９年 ４ 月 1 日から同年 ９ 月３0日までの間の会務
運営、予算執行及び財務状況について中間監査が実施
された。
　
　向井総務副部長の進行により、各部長、委員長より
中間監査説明書に添って、平成２９年度上半期事業概況
の説明及び各部、委員会の予算執行状況について説明
が行われ、監事の求めにより、担当役員から右記の項
目の補足説明が行われた。

○業務部で取り組まれている地籍調査等の座標データ
等の収集について

○加西市における認定登記基準点設置作業について
○筆界調査委員について
○「土地家屋調査士の日」に向けた神戸新聞への名刺

広告掲載について
○インターンシップ等の学生に対する広報活動につい

て
○社会事業部における各市町への公共嘱託業務の受託

推進に向けた活動の状況について
　　
　田中財務部長より平成２９年度上半期財務運営状況説
明資料に添って、財務運営状況の説明が行われた。
　
【監事の講評】
　監事より、上半期の財務運営が適切に執行されてい
る旨の報告があり、本日の中間監査を終了した。
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総　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

７ 月1３日（木） 新入会員面談 本会会議室 1 名

７ 月1３日（木） 常任理事会 本会会議室 支部長会からの要望事項について他

７ 月２1日（金） 近ブロ紛議調停委員長会議 大阪会会館 江本紛議調停委員長出席

７ 月２1日（金） 近畿各会綱紀委員長会議 大阪会会館 正心綱紀委員長出席

７ 月２1日（金） 近ブロ定例協議会 シティプラザ大阪
橋詰会長、安居・三嶋・関和・山本各副会長、
瓜生・田中・渡邊・中山・宮嶋・樋口各部長、
正心綱紀委員長出席

７ 月２７日（木） 登録証交付 本会会議室 1 名

７ 月２７日（木） 理事会 本会会議室 境界問題相談センターひょうご推進委員について他

８ 月10日（木） 常任理事会 本会会議室 本年度親睦事業について他

８ 月1７日（木） 弁護士会との連絡協議会 木曽路 橋詰会長、安居・三嶋・関和・山本各副会長、
瓜生総務部長出席

８ 月２1日（月） 近ブロ正副会長・部会長会議 大阪会会館 橋詰会長、山本副会長出席

８ 月２２日（火） 自由業団体連絡協議会 神戸オリエンタルホ
テル

橋詰会長、安居・三嶋・関和・山本各副会長、
瓜生総務部長、中山広報部長出席

９ 月 1 日（金） 公嘱協会通常総会 生田神社会館 橋詰会長出席

９ 月 ６ 日（水） 司法書士会との連絡協議会 木曽路 橋詰会長、安居・三嶋・関和・山本各副会長、
瓜生総務部長出席

９ 月1４日（木） 新入会員面談 本会会議室 1 名

９ 月1４日（木） 常任理事会 本会会議室 自治体他所有の画地データについて他

９ 月２４日（日） 和歌山会山田耕造氏黄綬褒章受
章記念祝賀会

ホテルグランヴィア
和歌山 橋詰会長、安居副会長出席

９ 月２８日（木） 理事会 本会会議室 建物所在図作成作業への対応について他

９ 月２９日（金） 近ブロ正副会長会議 大阪会会館 橋詰会長出席

10月 ６ 日（金） 登録証交付 本会会議室 1 名

10月 ６ 日（金） 近公連通常総会 ホテルグランヴィア
和歌山 橋詰会長出席

10月1２日（木） 常任理事会 本会会議室 会員名簿の作成について他

10月1４日（土） 和歌山会主催「平成２９年度役員
研修会」 ルミエール華月殿 橋詰会長、安居副会長、瓜生総務部長出席

10月1８日（水） 制度対策室・財務部合同会議 本会会議室 支部の再編について他

10月２1日（土） 大阪会神前泰幸氏黄綬褒章受章
記念祝賀会 帝国ホテル大阪 橋詰会長、山本副会長出席

10月２４日（火）
～10月２5日（水） 全国会長会議 東京ドームホテル 橋詰会長出席

11月 1 日（水） 兵庫公嘱による事業報告会 公嘱協会会議室 橋詰会長、安居・関和・山本各副会長、瓜生総務部長
出席

11月 ９ 日（木） 常任理事会 本会会議室 非調調査への対応について他

11月10日（金） 近ブロ事務局長等懇談会 大阪会会館 村上事務局長出席

11月1７日（金） 新入会員面談 本会会議室 1 名

11月1７日（金） 行政書士会との連絡協議会 八角 橋詰会長、安居・三嶋両副会長、瓜生総務部長、渡邊
業務部長出席

11月３0日（木） 理事会 本会会議室 複数会場への研修会映像の同時配信について他

1２月 ６ 日（水） 登録証交付 本会会議室 1 名

1２月1３日（水） 常任理事会 本会会議室 年計表、特別会費納付書について他

1２月1４日（木） 近ブロ総務部会 滋賀会会館 瓜生総務部長出席

1２月２２日（金） 近ブロ正副会長会議 大阪会会館 橋詰会長出席

1２月２６日（火） 新入会員面談 本会会議室 1 名

1２月２６日（火） 合格証書交付式 神戸地方法務局 橋詰会長、瓜生総務部長出席

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成29年 ７ 月 1 日
至 平成29年12月３1日
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財　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

９ 月10日（日） 連合会親睦ゴルフ大会前夜祭 ホテル志摩スペイン村

｝兵庫会参加者 1 名
９ 月11日（月） 連合会親睦ゴルフ大会 近鉄賢島カンツリー

クラブ
９ 月２1日（木） 財務部会 本会会議室 平成２９年度本会親睦事業について他

９ 月２２日（金） 土地家屋調査士国民年金基金第
６６回代議員会 奈良会会館 田中財務部長出席

10月10日（火） 近ブロ財務部会 大阪会会館 田中財務部長出席

10月15日（日） 近ブロゴルフ大会前夜祭 奈良ロイヤルホテル 兵庫会参加者11名

10月1６日（月） 近ブロゴルフ大会 奈良万葉カンツリー
倶楽部 兵庫会参加者11名

10月1８日（水） 制度対策室・財務部合同会議 本会会議室 支部の再編について他

11月 ９ 日（木） 監事会 本会会議室 中間監査の打合せ

11月 ９ 日（木） 中間監査 本会会議室 平成２９年度中間監査

1２月15日（金） 親睦事業打合せ 舞子ビラホテル 田中財務部長、中山広報部長、神戸支部　安西会員出席

業　　　務　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

７ 月15日（土） 地籍問題研究会第1９回定例研究
会

横浜市立大学金沢八
景キャンパス 樋口社会事業部長出席

７ 月２８日（金） 業務部小部会 本会会議室 平成２９年度新入会員研修会について他

８ 月 ９ 日（水） 表示登記研究会 神戸地方法務局 三嶋副会長、渡邊業務部長、坂本理事出席

８ 月２5日（金） 情報管理室会議 本会会議室 今年度の事業について他

９ 月 ４ 日（月） 近ブロ業務部会 大阪会会館 渡邊業務部長出席

10月11日（水） 業務部会 本会会議室 表示登記研究会・事務連絡会について他

11月 ８ 日（水） 法務局との打合せ会 神戸地方法務局 三嶋副会長、渡邊業務部長、坂本理事出席

11月11日（土） 地籍問題研究会第２0回定例研究会 京都産業大学 渡邊業務部長出席

11月15日（水） 第 ２ 回選択研修会打合せ会 本会会議室 三嶋副会長、富澤業務部員出席

11月1６日（木） 小野市役所担当者に対する基準
点管理システム説明会 小野市役所 三嶋副会長、渡邊業務部長、高見情報管理室員出席

11月1６日（木） 丹波市役所担当者に対する基準
点管理システム説明会 丹波市役所春日庁舎 三嶋副会長、渡邊業務部長、寺内業務部員、高見情報

管理室員出席
1２月 ６ 日（水） 表示登記研究会・事務連絡会 神戸地方法務局 オンライン申請の利用について他

1２月 ６ 日（水） 業務部会 神戸地方法務局 自治体が所有する画地データについて他

1２月２1日（木） 連合会 業務情報公開システム
説明会 京都会会館 橋詰会長、三嶋副会長、渡邊業務部長出席

広　　　報　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

７ 月 5 日（水） お悩みパーフェクト相談会第 ２
回打合せ

日本公認会計士協会
兵庫会研修室 関和副会長、中山広報部長、宮川広報副部長出席

７ 月1２日（水） 広報部会 本会会議室 平成２９年度事業について他

７ 月２２日（土） お悩みパーフェクト相談会 神戸市勤労会館 関和副会長、中山部長、宮川副部長、若原部員、長澤（典）
部員、長澤（隆）部員、江口部員出席

７ 月３0日（日） 全国一斉不動産表示登記無料相
談会 本会会議室 中山広報部長、井本理事、矢野広報部員出席

８ 月 ９ 日（水） インターンシップ打合せ会 高松会員事務所 期間中のスケジュールについて他

８ 月10日（木） HP改定作業打合せ 本会会議室 関和副会長、中山広報部長出席

８ 月10日（木） インターンシップ打合せ会 本会会議室 期間中のスケジュールについて他

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成29年 ７ 月 1 日
至 平成29年12月３1日

会報

30●　２０１8・１・No. ５５8



社　会　事　業　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

７ 月10日（月） 社会事業部会 本会会議室 平成２９年度事業について他

７ 月10日（月） まちづくり事務局会議 弁護士会館 中井・髙橋両委員出席

７ 月1２日（水） まちづくり事務局委員会 本会会議室 中井・髙橋両委員、樋口社会事業部長出席

７ 月２0日（木） 神戸地方裁判所長挨拶 神戸地方裁判所 橋詰会長、山本副会長、樋口社会事業部長出席

７ 月２0日（木） 筆界特定室訪問 神戸地方法務局 橋詰会長、山本副会長、樋口社会事業部長出席

８ 月２４日（木） まちづくり事務局会議 弁護士会館 髙橋委員出席

８ 月２９日（火） 建物所在図作成についての事前
打合せ会 本会会議室 橋詰会長、安居・山本両副会長出席

９ 月 ７ 日（木） 社会事業部会 本会会議室 平成２９年度第 1 回選択研修会について他

９ 月1３日（水） 建物所在図作成についての事前
打合せ会 本会会議室 橋詰会長、三嶋・山本両副会長出席

９ 月1９日（火） 阪神・淡路まちづくり支援機構
定期総会 弁護士会館 橋詰会長、山本副会長、樋口社会事業部長、和田社会

事業副部長、中井・髙橋両委員出席

研　　　修　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

７ 月1２日（水） 神戸地方法務局訪問 神戸地方法務局 宮嶋研修部長出席

８ 月 ９ 日（水） 研修部小部会 本会会議室 平成２９年度新入会員研修会研修部講師の予行演習
８ 月２5日（金）

～ ８ 月２６日（土） 本会新入会員研修会 本会会議室 1３名受講

８ 月３0日（水） 近ブロ研修部会 大阪会会館 宮嶋研修部長出席

10月 ６ 日（金） 第 1 回選択研修会 あすてっぷ神戸 10９名受講

11月２９日（水） 第 ２ 回選択研修会 神戸市立婦人会館 ７８名受講

1２月1３日（水） 研修部会 本会会議室 第 ２ 回業務研修会について他

広　　　報　　　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

８ 月２1日（月） インターンシップ開講式 本会会議室 橋詰会長、関和副会長、中山広報部長、宮川広報副部長、
井本理事、受入会員 ３ 名、学生 ３ 名出席

８ 月２９日（火） インターンシップ裁判所見学 神戸地方裁判所 関和副会長、中山広報部長、宮川広報副部長、井本理事、
安西会員、学生 ３ 名出席

８ 月２９日（火） インターンシップ中間報告会 本会会議室 関和副会長、中山広報部長、宮川広報副部長、井本理事、
安西会員、学生 ３ 名出席

９ 月 1 日（金） インターンシップ閉講式 本会会議室 橋詰会長、関和副会長、中山広報部長、宮川広報副部長、
井本理事、受入会員 ３ 名、学生 ３ 名出席

９ 月２７日（水） 広報部会 本会会議室 会報 1 月号について他

９ 月２８日（木） 神戸学院大学訪問 神戸学院大学 中山広報部長出席

10月 1 日（日） 全国一斉！法務局休日相談所 神戸市勤労会館 中井センター長、中山広報部長、竹島センター運営委員、
東・横田両会員出席

10月 5 日（木） 神戸地方法務局総務課長来会 本会役員室 関和副会長、中山広報部長出席

10月1２日（木） HP管理室会議 本会会議室 本会HPの掲載内容について他

10月1４日（土） インターンシップ事後研修 甲南大学 中山広報部長出席

10月３1日（火） 近ブロ広報部会 京都会会館 中山広報部長出席

11月1８日（土） 平成２９年度第 1 回外部講師養成
講座 大阪会会館 井本理事出席

1２月 ６ 日（水） 広報部会 豊岡市内会議室 会報 1 月号の編集について他

1２月1３日（水） HP管理室会議 本会会議室 本会HPの掲載内容について他

1２月２5日（月） 平成３0年度立命館大学寄付講座
講師会議

立命館大学いばらき
キャンパス 井本広報部理事・江本・藤原両会員出席

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成29年 ７ 月 1 日
至 平成29年12月３1日

会報
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技 術 対 策 委 員 会
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

７ 月 5 日（水） 技術対策委員会 本会会議室 委員長・副委員長の指名について他

９ 月 ６ 日（水） 加西市役所訪問 加西市役所 三嶋副会長、西村技術対策委員長、高見技術対策副委
員長出席

10月 ６ 日（金） 技術対策委員会 本会会議室 加西市内での登記基準点の設置役割分担について他

10月1６日（月） 加西市認定登記基準点選点作業 加西市 西村技術対策委員長、高見技術対策副委員長、黒田・
富澤・福田各委員出席

11月３0日（木） 加西市認定登記基準点埋標作業 加西市 高見技術対策副委員長、稲澤委員出席

1２月 ７ 日（木） 加西市認定登記基準点観測作業 加西市

1２月２0日（水） 技術対策委員会 本会会議室 加西市内での登記基準点の設置作業について他

境界問題相談センターひょうご
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

８ 月 1 日（火） 推進委員会 本会会議室 運営状況報告他

８ 月 1 日（火） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

８ 月 ８ 日（火） 神戸地方裁判所訪問 神戸地方裁判所 中井センター長、阪本推進委員長出席

８ 月２1日（月） 神戸地方裁判所訪問 神戸地方裁判所 中井センター長、阪本推進委員長出席

９ 月２1日（木） 推進委員会 本会会議室 運営状況報告他

９ 月２８日（木） ADR利用推進コンソーシアム大
阪 大阪弁護士会館 阪本推進委員長出席

10月２６日（木） センター研修会 湊川神社　楠公会館 ８３名受講

11月1６日（木） 推進委員会 本会会議室 運営状況報告他

11月1６日（木） 運営委員会 本会会議室 運営状況報告他

11月1８日（土） 紛争解決センター認証取得10周
年記念シンポジウム 京都平安ホテル 中井センター長出席

1２月1４日（木） センター研修会打合せ会 本会会議室 ３ 月 ３ 日開催予定のセンター研修会について他

社　会　事　業　部
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

９ 月２1日（木） 第 1 回選択研修会講師との事前
打合せ会 加古川市内 樋口社会事業部長、鈴木・髙橋社会事業部員出席

10月 ４ 日（水）
犯罪の起きにくい兵庫づくり

（子どもを守る110番）ネットワ
ーク会議２01７

兵庫県警察本部 鈴木社会事業部員出席

10月1９日（木） 近ブロ社会事業部会 本会会議室 橋詰会長、山本副会長、樋口社会事業部長、和田社会
事業副部長出席

11月 ９ 日（木） 筆界調査委員選考委員会 本会会議室
橋詰会長、三嶋・山本両副会長、瓜生総務部長、渡邊
業務部長、樋口社会事業部長、正心綱紀委員長、春名
支部長会議長出席

11月1３日（月） まちづくり事務局委員会 神戸税協会館 樋口・髙橋・和田各委員出席

11月２0日（月） まちづくり支援機構付属研究会 弁護士会館 髙橋委員出席

11月２４日（金） 社会事業部会 本会会議室 公共調達に対する制度広報について他

11月２5日（土）
近畿災害対策まちづくり支援機
構と徳島県士業ネットワーク推
進会議との交流会

徳島弁護士会館 髙橋委員、神戸支部前田哲也会員出席　

1２月 ６ 日（水） まちづくり事務局委員会部会勉
強会 弁護士会館 樋口・髙橋両委員出席

1２月1８日（月） ひょうご空き家対策フォーラム
第 ４ 回運営委員会 神戸教育会館 樋口・和田両委員出席

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成29年 ７ 月 1 日
至 平成29年12月３1日

会報
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支 部 長 会
開　催　日 行　事　名 場　　所 議　　題　　等

７ 月 ８ 日（土）
～ ７ 月 ９ 日（日） 移動支部長会 人丸花壇

1２月1４日（木） 近ブロ支部長会議長等交流会 滋賀会会館 春名支部長会議長出席

平成２９年分の年計表及び特別会費納付書の提出期日は、 １ 月３１日（水）です。
詳細については、本会ホームページをご覧ください。

年計表・特別会費納付書の提出について

部 会 ・ 委 員 会 報 告 自 平成29年 ７ 月 1 日
至 平成29年12月３1日

会報
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鈴鹿エンデューロ秋の陣2017鈴鹿エンデューロ秋の陣2017
兵庫県土地家屋調査士会自転車競技部

阪神支部　藤井　十章阪神支部　藤井　十章

同好会通信

　昨年の２01６年の夏からダイエット目的でロードバイ

クに乗り始めて、体脂肪率が1３%台と、かなり健康的

な体になりました。一部の人からは、「あの人ガン違

うか？」とか言われることもしばしばの状態ですが、

至って健康的です。

　一人で走り続けると早いのか遅いのかわからない状

態で、普段は武庫川の河川敷往復の２0kmのタイムト

ライアル（以下TTという）に挑戦しておりますが、

Stravaというアプリでそのコースを走った人と競える

機能でも、区間賞を持っている程度になりました。

　六甲山の山頂まで自転車で山登り（ヒルクライム）

をするトレーニングなどをはじめ、普段は切畑長尾山

の中山台まで標高３00ｍを登りトレーニングに励んで

ます。

　

　兵庫県土地家屋調査士会自転車競技部として今年の

鈴鹿エンデューロ春の陣に初めて参加し、神戸支部の

井本さん、姫路支部の藤井さんとともに ３ 名で、また

神戸支部の前川さん、中西さん、明石支部の鬼頭さ

ん、の ２ チームで参加しましたが、 ８ 時間耐久レース

を走り切り、私のチームは２４８位という順位でフィ

ニッシュしました。それでも参加者の半分よりは少し

上です。

　鈴鹿は 1 周が5.８kmあり、４1周を回りましたが、合

計で２３７.８kmということになります。順位が走行距離

を下回るようにという勝手な目標をたてまして、この

秋の陣に挑んだわけです。

　写真のような「兵庫県土

地家屋調査士会自転車競技

部」の旗を勝手に作成し、

今回は ４ 人編成で、井本、

中山、前川、藤井の ４ 名で

挑みました。

　朝 5 時にピットの場所取

りを行うべく用意しました

が、あいにくの雨模様。場所取りを断念し、 ３ 階席で

陣取りました。レース前の緊張より寒さとの闘いと聞

いていたのですが、あれよあれよと時間がたち、井本

さんの計らいで記念に第 1 走者としてレースに立ちま

した。第 1 走者は、レース開始にスタートラインに立

てるので、いい思い出になることもありますが、自転

車で渋滞した中を走行するので、落車する危険もあり

ます。

　スタートは、先頭集団に紛れ込み、 1 周 ９ 分台（平

均時速３８km程度）で走行できましたが、あまり無理

をせず、目標に近づけるようにみんな力を合わせて走

りました。 ３ 周ごとの交代には、作成した土地家屋調

査士の旗がよく目立つので、どこに仲間がいるのか一

目瞭然で、タイムロスも少なくできたのではなかった

かと思います。何とか完走することができ、結果２10

位と大健闘し、見事目標達成でございます。来年は

２00位を切る走りができるようにと新たな目標ができ

ました（どこまでみんなで本気になれるかが課題で

しょうか？）。

　ちなみに、愛知会の「走調会」も参加されていまし

て、無事に完走されております。このようなイベント

を通じて土地家屋調査士のアピールもさることなが

ら、全国のライダーとの交流、健康に留意して楽しん

でいきたいと思います。
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研修会　受講者アンケート集計結果

＜回答者数1４８名＞

１  今回の講義内容について理解できましたか。

① はい……＜1２２＞　　② いいえ……＜２３＞

③ 無回答……＜ ３ ＞　　

【②の理由　一部抜粋】

• 民法の時間が短い。

• 民法は概念のみ理解した。内容は難しい。

• 具体的に考えにくかった。

２  講師の説明は、適当でしたか。

　① はい……＜1２３＞　　② いいえ……＜1４＞

　③ 無回答……＜ ２ ＞　　

④ 法定相続情報証明制度は「はい」、民法改正は

「いいえ」……＜ ９ ＞

【①の理由　一部抜粋】

• 上手でした、よく解りました。

【②の理由　一部抜粋】

• 時間をかけて説明がほしい。

• 民法改正が難しかった。

３  今回の内容は、あなたの業務に役立ちますか。

① はい……＜1２４＞　　② いいえ……＜ ３ ＞

③ どちらでもない……＜２1＞　　

【③の理由　一部抜粋】

• 民法改正については難しかったので役に立つかど

うかは分からない。

４  講義時間は適当でしたか。

① はい……＜1２1＞　　②　いいえ……＜２1＞

③ 無回答……＜ ６ ＞

【②の理由　一部抜粋】

• これだけのボリュームでは時間が短い。

• 民法はゆっくり聴きたい。

• 鈴木先生の講義をもう少し時間を取ってほしかっ

た。

５  ご意見があればご記入ください。

【一部抜粋】

• もう少し時間に余裕があったほうが良かったと思い

ます。

• 本会において標準契款を作成し、利用できるように

してほしい。

• 重要な講義内容なので機会を分けて受けたい。

• 法務局の説明は分かりやすかったが、質問に出たこ

との方が有意義（知りたいこと）だった。実際の物

を 1 枚見せてもらった方が分かりやすかったかも。

平成29年度　第 1回業務研修会

開催日時：平成２９年 ６ 月３0日（金）1４：00～1６：３0

場　　所：神戸市教育会館　大ホール

研修内容：①「法定相続情報証明制度」　

　　　　　　　　講師：神戸地方法務局　不動産登記部門　統括登記官　石坂　浩二 氏

　　　　　②「民法改正について～土地家屋調査士業務との関わり～」

　　　　　　　　講師：顧問弁護士　鈴木　尉久 氏
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• 相続よく理解できました。法業務の拡大整備を急い

で！　政連を動かしましょう！

• 民法研修が短すぎる。

• 大変勉強になりました。民法研修もっとしてほしい

です。

• 民法については駆け足だった。

• 時間があればいい講義だったのに。さすが弁護士、

ゆっくり教えてほしいなぁ。

• 民法改正が調査士業務においてどのような影響を及

ぼす可能性があるかなど引き続き同内容の講義を受

けたい。

• 会場が狭い。（ ８ 名）

• 講義の内容から察するに出席人数が多いことが予想

できたと思われる。収容含めて会場選定に一考願

う。

• 月末の週末の金曜日の研修は極力避けてほしい。

• 講義内容については特になし。研修会の開催日時を

平日だけに限定しないで頂ければありがたいです。

平成29年度　新入会員研修会

開催日：平成２９年 ８ 月２5日（金）～２６日（土）

場　所：本会地階会議室

受講者：1３名（回答者数1２名）

【総　評】

　相続人調査業務は土地家屋調査士を含む受

託者である資格者の業務です。

　今回のアンケート集計でも、高評価を得て

いますので、研修に参加できなかった会員の

皆様は研修会テキストが本会ホームページに

て閲覧できますので、お知らせいたします。

　研修会前に、質問等を講師である、登記官

に示した為、準備したテキストを改変し、土

地家屋調査士仕様で講義されました。

　民法改正についての講義も同様に、土地家

屋調査士に関係する改正箇所を、講義すべく

準備頂いたものです。同様にテキストが閲覧

可能です。

　第 ２ 回の業務研修会も多くの会員の皆様

が、ご参加頂けるよう工夫いたします。

（研修部）

１  開催時期は、適当でしたか。

① 適　当………＜11＞

② 不適当………＜ 1 ＞

【①の理由】

• 盆過ぎで予定が付きやすかった。

• 特に問題なし。

【②の理由】

• 夏休み中なので娘と遊びたかった。

２  講義時間は、適当でしたか。

① 適　当………＜1２＞

② 不適当………＜ 0 ＞

【①の理由】

• もう少し長時間でも良かったです。

• 集中力がもつ適度な時間だった。

• 長いとは思ったが、内容が内容なので適当だと

思った。

• 特に問題なし。
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３  全体的なカリキュラムの印象は、いかがでしたか。

① 良い………………………＜11＞

② 良くない…………………＜ 0 ＞

③ どちらともいえない……＜ 1 ＞

【理　由】

• 実務に生きてくる内容だと思いました。

• 勉強になりました。

【③の理由】

• 1 月に行われた関西の研修と重複する内容がいく

つかありました。

４  印象に残った講義があれば、記載してください。（複数可）

• 区分建物の報告書

• 筆界特定の申請

• 調査報告書の書き方（ ２ 名）

→様式が変わったため。

• オンライン申請（ ３ 名）

→経験が少なくて興味深い事柄だったから。

→あまり経験のない業務で疑問が多く（PDFに

署名）あったのでかなり解消されました。

→オンライン申請をまだ取り入れていないが設定

等分かり易く教えて頂いたのでオンライン申請

を前向きに検討したいと考える。

• 報酬額について（ ３ 名）

→近畿ブロックの新人研修で理解しづらかった点

が解説された。

→経験が少なくて興味深い事柄だったから。

• 土地の業務と調査報告書の書き方

• 土地家屋調査士会組織と倫理研修

• 職務上請求用紙の取り扱い

→実務で大事なことでさらに講義者が良かった。

• 表示登記全般について

→調査書の記載について登記官の立場からの意見

が頂けたこと。

５  理解しにくかった講義があれば、記載してください。（複数可）

• 筆界認定について

→古い図面の読み方が理解しきれなかった。

• 職務上請求用紙の取り扱いについて

→甲地が依頼地であれば乙地についての調査をす

る際の権限の有無、調査権のあるときの甲地

（依頼主）からの委任状は要るのか？

• 地籍の沿革に関する研修

→内容は興味があったが時間が足りない印象でし

た。

6  設けて欲しかった講義があれば、記載してください。

• 1４条地図について。

• 地図訂正について。

• 基準点についての講義。

• 公図・地図訂正の具体的事例、可否の判断、業務

と調査報告書の書き方

7  今回の研修会で、受講者、講師、役員と情報交
換、親睦を図れましたか。

① 図れた……………………＜1２＞

② あまり図れていない……＜ 0 ＞ 

8  当研修会、懇親会含め全体の意見、感想があれ
ば、記載願います。

【感想・意見】

• 近畿ブロックの新人研修の時より人数も少ないこ

とから細かいことも解説いただき大変ためになり

ました。

• すごくわかりやすかったです。実務に役立ちます。

• ありがとうございました。

• 研修の内容が素晴らしかっただけでなく、先輩方

が本当に入会を喜んでくれており、歓迎してくれ

たことが嬉しかった。

• 大変参考になりました。

• 講義間の休憩 5 分は少し慌ただしい印象。
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支　部

伊
丹

入会年月

Ｈ
2９
・
7
・
20

つるた　　みちひさ

鶴田　道久

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 9 2

1 9 5 5

事務所 〒66４-08５３　伊丹市平松 ３ 丁目 ４ － ２ －111号 

T E L 07２（76４）68３１ FAX 07２（76４）68３２

E-mail sambalee７７７@dg８.so-net.ne.jp
支　部

尼
崎

入会年月

Ｈ
2９
・
９
・
14

たなか　　ひろき

田中　寛生

登 録 番 号

会 員 番 号

2 1 6 6

1 9 5 6

事務所 〒660-00５２　尼崎市七松町 ３ 丁目1７－２0
　　　　　　エクセルコートⅡ ２ 階
　　　　　　清井測量事務所内 

T E L 06（6４１１）0３66 FAX 06（6４１１）0３67

E-mail tanajin1２３４@yahoo.co.jp

支　部
加
古
川

入会年月

Ｈ
2９
・
12
・
1

はら　やすのり

原　靖範

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 9 4

1 9 5 8

事務所 〒67５-00１6　加古川市野口町長砂２４３－55 測補

T E L 079（４５４）３69２ FAX 079（４90）6３１１

E-mail harayaji1２01@yahoo.co.jp

支　部

姫
路

入会年月

Ｈ
2９
・
10
・
2

いかい　　ただし

猪飼　忠嗣

登 録 番 号

会 員 番 号

2 4 9 3

1 9 5 7

事務所 〒67１-0２２３　姫路市別所町北宿1３６1 測補

T E L 079（２５１）077１ FAX 079（２５１）077２

E-mail hakariya@savepoint.jp

　平成２９年 ７月 1日～ ９ 月３0日の変更につきましては、昨年10月末に発送の会員名簿に反映されております。

○法人成立

土地家屋調査士法人大富事務所 主 法人番号 1４-0011

事務所 〒６７0-0９5４　姫路市栗山町1３0
TEL 079（281）1440 FAX 079（284）4885

社員名
大富　厚
岸本　政昭
大富　有起

支　部

姫
路

設置年月日

Ｈ
2９
・
8
・
1

○事務所変更届
登録番号 会員番号 会員名 事務所 電話・FAX 支部 名簿頁

２４5８ 1９２1 齋藤　秋人
〒６5８-00４７
神戸市東灘区御影 ２ 丁目 ２ － 5
パーチェ御影４0２

TEL　0７８（８11）７5２２
FAX　変更なし 神戸 11、1９ 

○名簿記載事項変更・訂正
登録番号 会員番号 会員名 名簿記載事項 支部 名簿頁

２４８４ 1９４７ 起塚　慶文 （E-mail）okizuka@topaz.ocn.ne.jp 姫路 ７４
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～訃　報～　つつしんでご冥福をお祈りいたします。

姫路支部　森口　久忠 殿（享年８６歳）
は、平成２９年 ７ 月11日にご逝去され
ました。

（昭和３３年10月 ３ 日入会)

姫路支部　三島　清人 殿（享年８４歳）
は、平成２９年 ８ 月1２日にご逝去され
ました。

（昭和４３年10月２３日入会)

○退会届
登録番号 会員番号 会員名 退会年月日 事　由 支部 名簿頁

６６８ ４７９ 伊崎　　保 Ｈ２９．７ ．15 廃　業 尼崎 －

２４７６ 1９３９ 泉　　和宏 Ｈ２９．８ ．３1 退　会 神戸 －

２４７３ 1９３６ 水地　明茂 Ｈ２９．９ ．４ 退　会 姫路 －

６４８ ４２８ 平山　彰一 Ｈ２９．９ ．15 廃　業 尼崎 －

６３９ 5２４ 古川　招二 Ｈ２９．９ ．15 廃　業 尼崎 －

２0８４ 15４６ 畠山　四郎 Ｈ２９．９ ．２5 廃　業 姫路 －

1８0９ 1２5７ 横田　明彦 Ｈ２９．９ ．３0 廃　業 神戸 －

1６９８ 11３5 岡部　克馬 Ｈ２９．1２．２８ 廃　業 西播 111、15９ 

加古川支部　山本　雅之 殿（享年６３歳）
は、平成２９年1２月10日にご逝去され
ました。

（昭和６0年 ２ 月 ７ 日入会)
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①姫路市
②近年駅前の再開発で賑やかにな

っています。（姫路市）
③創作中華花菜の麻婆豆腐
④お酒
⑤旅行、釣り、ゴルフなど外出し

ています。
⑥ほとんど病気しないことです。

⑦迷惑をかけないよう精一杯がんばります。

①岡山県真庭市（旧勝山町）
②隣りが富裕層が多くすむ地域な

ので私が住む地域も比較的静か
で良いですよ。（伊丹市平松）

③早くて安い「すき屋」の牛丼並。
　コンビニのおにぎり。
④娘とのおしゃべり。
⑤娘と遊ぶこと。

①兵庫県
②都会でなく田舎でなく暮らしや

すい所（加古川市野口町）
③特にありません
④ゆったりくつろぐ事かな
⑤適度なドライブ、バイクツーリ

ング
⑥シンビジュウムが1８年前から枯

れずに残っている。

⑥娘が可愛いこと。
⑦娘に誇れる土地家屋調査士を目指します。

⑦頼りになる調査士をめざして行きたいと思います。

新 入 会 員
ア ーン ケ ト

①出身地はどこですか？　　②あなたの住んでいるまちの自慢をしてください。
③現場でのお気に入りランチのお店とメニューを教えてください。
④仕事から帰ってのお楽しみは？？　　⑤好きな休日の過ごし方は？
⑥ちょっぴり自慢出来ることを教えてください。
⑦最後に土地家屋調査士としての意気込みをお願いします。

姫路支部
猪飼　忠嗣

伊丹支部

加古川支部

鶴田　道久

原　靖範

土地家屋調査士補助者証

事務所所在地
　○○○○○○○○

兵庫県土地家屋調査士会

●●　●●

● ● ● ●

土地家屋調査士氏名
登録番号　兵 庫　第×××号
電話番号　××××－××－××××
発 行 日　平成25年1月1日
有効期限　発行日から5年間　発行番号×××番
左の者は当会会員上記土地家屋調査士の
補助者であることを証する昭和55年12月31日生

補助者証の更新手続について

　現在、会で発行している補助者証は
左記のタイプです。発行日と有効期限
の記載があります。今、ご使用になっ
ている補助者証の日付をご確認下さ
い。また、以前のタイプの補助者証を
お使いの方、有効期限が切れている方
は大至急！更新手続をお願いいたしま
す。手続方法は下記の通りです。注意事項

1．本証は業務執行中常に携帯すること。
2．本証は他人に貸与してはならない。
3．退職したときは、15日以内に本会に返納す
ること。

4．記載事項に変更を生じた場合は、15日以内
に本会に提出し訂正を受けること。

兵庫県土地家屋調査士会　電話 078－341－8180

有効期限は発行日から
５年です！

お し ら せお し ら せ

●有効期限満了の３か月前から交付の請求ができます。
●今、お使いの補助者証のコピーと写真（３㎝×４㎝、1枚）
を揃えて、事務局までお申し出下さい。

●できあがり次第郵送いたします。（作成にお時間を頂きます）
●更新手続に於いて、料金は発生いたしません。
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　新年あけましておめでとうございます。初めて広報

部員となり、これまであまり知らなかったのですが、

年々土地家屋調査士の受験者数が減少しているそうで

す。それに対して、兵庫会は単独でインターンシップ

の受け入れをし、学生に土地家屋調査士の業務に直に

触れ知ってもらおうとしておられます。私の知ってい

る土地家屋調査士のほとんどの方々は、土地家屋調査

士事務所で補助者をされていました。私もその一人で

す。そう考えるとやはり業務に接するということは、

土地家屋調査士の魅力を伝えるには 1 番なのだろうと

思います。また、大学での講座を持ち、講義をされて

います。講師をされている先生もおられます。このよ

うに以前の広報はどちらかというと内部に対する広報

が主だったと思いますが、近年は外部に対する広報に

力を入れられています。私も広報部に所属し半年が過

ぎましたが、まだ右も左もわからない状態です。少し

でも役立てるよう努力していきますので、よろしくお

願いします。

（広報部員　五十嵐　清高）

　新年明けましておめでとうございます。本年も会員

皆様方にとって素晴らしい一年となりますようお祈り

申し上げます。

　昨今の時代のスピードは短期間で目まぐるしい変化

をし続けており、流行も年々新しいものが生まれてい

ます。昨年の新語・流行語大賞に『インスタ映え』と

言う言葉が選ばれました。今や仕事や生活にも欠かせ

なくなったスマホで誰でも簡単にプロみたいな写真が

撮影できるようになり、その写真をインスタグラムと

いうSNSに投稿し皆で共有する。インスタグラムで

『うわーっ！キレイ！』とか『おいしそー』とか『め

っちゃおしゃれー』とか言ってもらえるようにストー

リーやおしゃれさや非日常感を映えるように写真を投

稿する人達が昨年本当に増えました。会員の皆様も沢

山写真を投稿している方もいらっしゃるのではないで

しょうか。写真を見たときに『パッ』と目に飛び込ん

でくる世界は、何も難しい事はなく単純であって一瞬

で見る人をその世界観に引き込んでくれますね。

　何が言いたいのかと申しますと、新企画『現場のフ

ォトギャラリー』がこの会報 1 月号に掲載されていま

す。兵庫県内も広いです。様々な現場で皆様ご活躍さ

れていると思います。会員皆様はどんなところでお仕

事されていますか。有名な観光地近辺でお仕事されて

いる方もいれば山、海、川にいる方もいると思います。

現場の風景も四季折々です。是非皆様の現場を紹介し

てください。反響が良ければまた掲載できると思いま

すので、今後もふとした現場での写真をこれからも広

報部で募集していきたいと思いますのでご協力をよろ

しくお願いいたします。

（広報部員　岸本　有宏）

編集後記

会報
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第18回 会報Hyogoに参加してプレゼントを当てよう！！

クイズに挑戦し、答えが分かった方は解答欄にご記入の上、必要事項・アンケートと共に兵庫県土地家屋調
査士会事務局までファックスにて送って下さい。締め切りは2月28日（水）です。
正解者の中から、今回は抽選で「広報部が選ぶ美味しいもの」をプレゼントします。
前回は正解者の中から抽選で3名の方に『九州の美味しいもの』を発送しました!!

FAX番号　０７８－３４１－８１１５

ありがとうございました。今後の会報編集の参考にさせていただきます。 なお、プレゼント当選者の発表は商品の発送にかえさせていただきます。

住　所　〒

氏　名 職　　業

この会報をどこで見ましたか？ 興味があった記事を教えて下さい

会報にて企画して欲しい事などがあればご自由にお書き下さい。

「ウインタースポーツ」のクロスワードです。タテ・ヨ
コのカギをヒントにパズルを解き、グレーのマスに入っ
た5文字を並べかえてテーマに関係のある言葉にしてく
ださい。

1　冷たい人ね。まるでリンクの表面…
2　略してスキボ
4　一人旅にはいないでしょう
5　大会でやったー！王者のメダル
7　ボブスレーで、曲がるとき「切る」
9　コブだらけの斜面を滑降
11　韓国風、お肉のお刺身。卵黄をのせて
12　降った、積もった、合戦だ
15　空中にいる○○○○時間５秒…K点

越え！
16　冬の北陸、“一階の上”から出入り
17　別名ポール。クローチングで脇に抱
える

18　冷え込んで、道路がアイスバーンに
22　ライラックともいう札幌の木
24　師匠の門下生

題題
問問

締め切り：2月28日

タテのカギ
1　ゲレンデに、初心者○○○や上級者
○○○が

3　ヒモをきちんと結んで銀盤へ
6　ドライアイスが気体に
8　休憩です。紅茶にスライス一枚
10　仏語で赤はルージュ。ソリは？
13　はまって笑いが止まりません
14　南国よりはウインタースポーツが盛ん
17　ショートトラックもあります
19　海豚と書く。なんと冬の季語
20　趣味。楽しみ。高じてプロになるこ
とも

21　ワカサギは穴から
23　グッと曲げれば力こぶ
25　真央さんでおなじみのノクターンは
歌謡曲でなし

26　ビギナーさん、ココでつく餅は痛い
よね

サスペンス

ヨコのカギ

前回
　  の
　 解答解答欄

セナカ スイトウ
ンイ ゼ ーリ リ

カブト ツタ ド
ン オネ キスウ
サシ シア モ

スマ ンセ プウキ
ページ ゾロ オ
ア ム ウフ キン
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法務大臣認証第115号

078－341－8280
0120－144－400



橋　詰　繁　美

（市営地下鉄）

高速神戸駅

JR
神戸
駅

湊川神社

バスターミナル

至長田

神戸
地方裁判所 弁護士会館

兵庫県土地家屋調査士会館中央体育館 司法書士
会館

大倉山駅

三井住友銀行 至三
ノ宮

至明
石

N

姫路城 三の丸
（神戸支部　若原　弘行会員）


